
構
成
要

件
論

－
ー
エ
ム
・

とエ
ー

間
接
正
犯

・
マ
イ
ヤ
ー
を
由
－
心
と
し
て
ー
ー

西

原

春

夫

エ
ム
　
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
T
の
構
成
要
件
論

　
一
　
十
九
世
紀
後
牛
に
お
け
る
ド
イ
ツ
刑
法
學
が
、
當
時
の
實
誰
主
義
思
想
に
支
配
さ
れ
て
、
著
し
く
自
然
科
學
的
考
察
方
法
に
傾
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

た
こ
と
は
、
學
者
の
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
一
つ
の
讃
左
を
、
刑
法
に
お
け
る
因
果
關
係
論
の
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

の
中
に
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
因
果
關
係
論
の
う
ち
、
最
も
徹
底
し
た
立
場
が
原
因
説
で
あ
る
こ
と
、
原
因
説
は
、
前
世
紀
末
に
至
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

て
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
の
中
に
結
實
し
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
、
私
は
、
以
前
の
論
文
に
お
い
て
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
反
し

て
、
二
十
世
紀
の
前
牛
は
、
ふ
た
た
び
襯
念
論
の
擁
頭
し
た
時
代
で
あ
る
。
刑
法
學
は
突
如
實
謹
主
義
か
ら
睨
却
し
て
新
カ
ン
ト
學
派
の

債
値
哲
學
に
身
を
投
じ
、
艦
系
上
は
構
成
要
件
論
と
な
つ
て
結
晶
し
た
。
そ
し
て
、
奇
妙
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
二
十
世
紀
的
思
想
を
代

表
す
る
構
成
要
件
論
の
完
成
者
と
し
て
、
か
つ
て
因
果
的
思
想
を
最
も
徹
底
さ
せ
た
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
名
を
、
ふ
た
た
び
あ
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
エ
ム
・
エ
i
・
マ
イ
ヤ
ー
こ
そ
、
爾
世
紀
に
ま
た
が
つ
て
思
索
を
綾
け
、
爾
世
紀
の
時
代
精
紳
を
共
に

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
　
（
一
七
五
）



　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
　
（
一
七
六
）

呼
吸
し
た
代
表
的
な
學
者
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
マ
イ
ヤ
寡
の
因
果
的
思
想
は
、
一
八
九
九
年
に
護
表
さ
れ
た
論
文
『
刑
法
に
齢
け
る
行
爲
と
結
果
と
の
問
の
因
果
關

係
（
U
震
O
鎧
。
。
巴
碧
霊
B
B
。
浮
き
α
q
N
≦
一
ω
畠
窪
類
p
。
＆
ζ
鑛
琶
α
甲
｛
o
蒔
言
聾
鍔
富
。
ご
）
』
の
中
に
、
世
代
關
係
説
（
O
魯
9
呂
o
霧
－

魯
8
き
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
一
種
の
原
因
読
と
な
つ
て
結
實
し
た
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
の
時
代
精
神
は
、
マ
イ
ヤ
ー
自
身
に
す
ら
こ
の

因
果
的
思
想
の
維
持
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
世
代
關
係
読
は
、
そ
の
獲
表
後
五
年
と
経
過
し
な
い
一
九
〇
三
年
、
は
や
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

彼
自
身
の
手
に
よ
つ
て
撤
回
さ
れ
た
。
し
か
も
、
下
つ
て
一
九
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
そ
の
教
科
書
『
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
（
O
巽
巴
薗
9

巨
鉱
莞
↓
亀
号
。
。
号
葺
。
。
3
窪
⑦
霞
昏
。
魯
邑
』
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
徹
底
し
た
因
果
關
係
論
否
認
論
が
展
開
さ
れ
、
こ
れ
に
代
つ

て
、
構
成
要
件
の
理
論
が
輝
か
し
い
そ
の
全
貌
を
あ
ら
わ
す
に
至
つ
て
い
る
。
こ
の
重
大
な
攣
説
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
當
初
の
因
果
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

係
論
は
論
理
的
に
は
正
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
實
際
の
使
用
に
耐
え
な
い
か
ら
こ
れ
を
放
棄
す
る
と
い
う
、
彼
自
身
の
意
思
表
示
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

し
か
し
、
一
方
、
世
代
關
係
読
の
放
棄
と
同
時
に
、
彼
の
構
成
要
件
論
は
、
そ
の
濁
自
の
違
法
概
念
の
中
に
芽
生
え
て
き
て
い
る
。
ま
た

他
方
、
彼
に
と
つ
て
は
自
己
の
理
論
の
み
が
唯
一
可
能
な
因
果
關
係
論
な
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
自
己
の
理
論
の
使
用
能
力
を
認
め
な
い
こ

と
は
、
因
果
關
係
論
一

切
の
意
義
を
否
認
す
る
こ
と
に
通
ず
る
。
從
つ
て
、
彼
の
攣
説
は
、
少
く
と
も
、
い
わ
ば
刑
法
學
に
お
け
る
世
紀

の
韓
換
の
象
徴
と
も
理
解
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
マ
イ
ヤ
ー
の
因
果
關
係
論
否
認
論
、
す
な
わ
ち
因
果
關
係
概
念
お
よ
び
從
來
の
因
果
關
係
論
に
封
す
る
彼
の
基
本
的
立
場
を
要
約
し
て

み
よ
う
。
彼
は
、
ま
ず
、
あ
る
結
果
が
あ
る
意
思
表
動
の
蹄
結
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
通
常
の
意
味
に
影
け
る
因
果
關
係
（
〆
き
ω
巴
－

窪
馨
目
営
窪
訂
髭
）
の
翻
念
は
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
上
さ
ら
に
、
い
か
な
る
條
件
の
下
に
あ
る
意
思
表
動
が
結
果
の
原
因
と
み
ら
れ



る
か
と
い
う
、
因
果
性
の
問
題
（
内
窪
ω
』
愛
。
。
冥
・
げ
一
。
B
）
を
論
ず
る
こ
と
は
ま
つ
た
く
不
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
黙
で
、
從
來
の
因
果
關

係
の
理
論
を
排
斥
す
る
。
原
因
説
、
相
當
因
果
關
係
説
は
も
と
よ
り
、
條
件
読
に
封
し
て
も
、
そ
れ
が
結
果
に
封
す
る
全
條
件
を
結
果
の

原
因
と
解
す
る
限
り
、
こ
れ
に
反
封
す
る
。
そ
の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る
因
果
關
係
は
刑
法
上
重
要
な
の
だ
と
い
う
見
解
を
と
り
、
因
果
關
係

確
定
の
意
義
は
、
た
だ
、
構
成
要
件
該
當
の
結
果
を
臨
結
と
す
る
意
思
表
動
に
違
法
・
有
責
の
可
罰
的
評
憤
を
加
え
る
可
能
性
を
生
じ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

せ
る
鮎
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
読
い
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

　
因
果
關
係
論
否
認
論
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
異
論
が
提
起
さ
れ
、
と
く
に
結
果
的
加
重
犯
成
立
の
範
園
を
説
明
す
る
の
に
適
さ
な
い
と

　
　
　
　
　
（
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

し
て
排
斥
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
今
日
で
は
、
ほ
ぼ
確
立
し
た
批
到
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
し
か
し
、
一
た
び
は
見
事
に
構
築
し
た
自
己

の
因
果
關
係
論
は
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
因
果
關
係
論
の
必
要
性
を
否
定
し
て
ま
で
自
己
の
新
ら
し
い
方
法
論
を
徹
底
し
た
マ
イ
ヤ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
）

思
考
の
張
さ
、
お
よ
び
そ
の
學
説
史
的
意
義
は
と
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
因
果
關
係
論
否
認
論
は
、
輩
に
因
果
關
係
論
を
用
い
な
い

と
い
う
黙
に
意
義
が
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
・
て
れ
は
、
そ
の
當
否
は
と
も
あ
れ
、
犯
罪
概
念
の
自
然
主
義
的
考
察
を
排
斥
す
る
最
も
徹

底
し
た
手
段
で
あ
つ
た
。
マ
イ
ヤ
ー
の
因
果
關
係
論
否
認
論
こ
そ
、
十
九
世
紀
的
自
然
主
義
的
思
想
に
封
す
る
弔
鐘
で
も
あ
つ
た
し
、
ま

た
同
時
に
、
刑
法
學
に
お
け
る
贋
値
的
規
範
主
義
的
思
想
の
開
幕
を
告
げ
る
序
曲
で
あ
つ
た
と
も
い
え
る
。
刑
法
學
に
お
け
る
規
範
主
義

的
思
考
方
法
は
、
と
く
に
二
つ
の
面
に
そ
の
特
色
を
あ
ら
わ
し
た
。
第
一
は
構
成
要
件
論
、
第
二
は
規
範
的
責
任
論
。
本
章
は
、
こ
の
う

ち
、
第
一
の
構
成
要
件
論
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
上
解
繹
論
上
の
特
色
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
一
）
　
例
え
ば
ゑ
Φ
一
N
①
一
Ψ
Z
葺
¢
嵩
房
ヨ
5
ロ
且
∈
o
旨
℃
竃
8
8
ぼ
o
蓉
響
寅
ぼ
9
げ
♂

　
構
成
要
件
論
と
間
接
正
犯

お
ω
㎝
・

な
お
、
最
近
、
本
書
を
中
心
に
論
述
す
る
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
　
（
一
七
七
）



構
成
要
件
論
と
間
接
正
犯

一
七
八
　
（
一
七
八
）

　
　
て
、
内
藤
謙
、
目
的
的
行
爲
理
論
の
法
思
想
史
的
考
察
（
昭
和
三
三
年
）
刑
法
雑
誌
九
巻
一
號
一
頁
以
下
が
あ
る
。

　
（
二
）
　
齊
藤
金
作
、
共
犯
理
論
の
研
究
（
昭
和
二
九
年
）
七
頁
。

　
（
三
）
　
拙
稿
、
間
接
正
犯
論
序
説
（
昭
和
三
二
年
）
早
稻
田
法
學
三
二
巻
三
・
四
朋
五
一
七
頁
以
下
。

　
（
四
）
　
ζ
。
中
ζ
ぞ
R
）
力
g
ぼ
旨
霞
B
①
昌
仁
え
因
巳
葺
窪
自
ヨ
Φ
p
ω
霞
鎌
お
3
些
魯
①
》
喜
き
山
一
琶
α
q
窪
鵠
3
㎝
ρ
お
8
v
ψ
蟄
＞
p
饗
ピ

　
（
五
）
　
言
中
ζ
3
9
鋭
勲
ρ
　
彼
の
世
代
關
係
読
が
實
際
の
使
用
に
耐
え
な
い
黙
を
指
摘
し
た
の
は
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
（
些
昏
旨
2
2

　
　
ご
器
露
話
守
R
ダ
5
閃
p
2
一
臨
8
猛
話
山
段
勾
9
ぼ
ω
1
誤
ω
S
鴇
訂
P
P
》
魯
．
Ψ
一
。
員
φ
に
感
＞
昌
ヨ
」
』
1
…
初
版
は
参
照
で
き
な
か
つ
た
）
。

　
（
六
）
　
す
な
わ
ち
、
『
法
規
範
と
交
化
規
範
』
と
題
す
る
こ
の
論
交
に
お
い
て
、
彼
は
、
杜
會
規
範
と
し
て
の
交
化
規
範
（
｝
〈
包
ヨ
毎
霞
B
）
と
、
法
規
の

　
　
中
に
承
認
さ
れ
た
文
化
規
範
た
る
法
規
範
（
寄
3
富
き
旨
じ
と
を
匠
別
し
、
國
民
を
名
宛
者
と
す
る
行
爲
現
範
は
法
規
範
で
は
な
く
て
文
化
規
範
で

　
　
あ
り
、
法
規
範
は
裁
到
官
を
名
宛
者
と
す
る
裁
到
規
範
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
後
年
の
彼
の
根
本
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。

　
（
七
）
　
軍
φ
ζ
ミ
舞
U
震
毘
α
Q
Φ
旨
9
莞
↓
①
一
一
号
ω
分
5
の
魯
g
ω
霞
鉱
話
畠
芦
る
一
P
ψ
お
①
ム
一
●

　
（
八
）
　
例
え
ば
頃
呂
蒔
」
診
霧
聾
憂
偉
巳
o
げ
苞
3
毒
N
弩
Φ
9
2
お
し
窃
ρ
蜀
醤
巳
【
萄
霧
藤
暮
Φ
ゆ
穿
ど
ω
昌
起
中
’
と
く
に
あ
田
●
木
村
麺
二
、

　
　
刑
法
に
於
け
る
因
果
關
係
否
定
論
（
昭
和
一
四
年
）
『
刑
法
解
繹
の
諸
問
題
』
一
巻
二
二
六
頁
以
下
。

　
（
九
）
木
村
、
前
掲
一
四
六
頁
。

　
（
一
〇
）
例
え
ば
、
日
沖
憲
郎
、
因
果
關
係
（
昭
和
二
七
年
）
『
刑
事
法
講
座
』
一
巻
一
七
七
頁
、
團
藤
重
光
、
刑
法
綱
要
（
昭
和
三
二
年
）
一
二
一
頁
。

　
（
二
）
　
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
瀧
川
博
士
の
理
論
に
も
通
ず
る
。
瀧
川
幸
辰
、
刑
法
講
義
（
昭
和
四
年
）
六
九
頁
以
下
、
同
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
（
昭

　
　
和
二
七
年
）
三
八
頁
以
下
蓼
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
二
　
構
成
要
件
論
の
創
唱
者
は
、
通
常
、
べ
｝
リ
ン
グ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
べ
；
リ
ン
グ
に
つ
い
で
、
し
か
も
彼
の
理
論
の

上
に
構
成
要
件
論
を
完
成
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
教
科
書
『
ド
イ
ッ
刑
法
総

則
（
ご
角
箋
α
Q
窪
邑
ま
↓
亀
餌
霧
留
塞
3
窪
ω
蕾
富
魯
β
お
嵩
咽
P
》
臨
‘
這
諺
）
』
の
胃
頭
に
お
い
て
、
ま
ず
法
定
構
成
要
件



（
ひ
q
窃
象
昌
3
震
↓
簿
幕
。
っ
露
旨
餌
）
の
概
念
を
説
明
し
て
い
う
、
『
刑
罰
法
規
の
前
段
に
は
、
行
爲
び
記
述
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
事
實
を

具
膣
的
に
述
べ
た
て
る
ほ
ど
に
冗
長
に
わ
た
る
こ
と
な
く
、
概
念
の
形
を
と
つ
て
、
鏡
く
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
的
な

形
象
を
、
抽
象
的
構
成
要
件
（
菩
。
・
壼
ζ
9
↓
弩
ぎ
器
回
孟
）
、
さ
ら
に
よ
く
は
法
定
構
成
要
件
と
い
う
。
法
定
構
成
要
件
は
、
所
爲
が
可
罰

的
な
も
の
た
る
が
た
め
に
は
具
備
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
概
念
的
標
識
（
び
畠
ユ
欝
魯
霧
置
。
蒔
鷺
巴
）
を
綜
合
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ご

事
實
的
構
成
要
件
（
富
ζ
。
・
含
震
臼
鋒
び
婁
霧
瓢
）
と
は
痙
別
さ
れ
る
』
と
。
こ
こ
に
事
實
的
構
成
要
件
と
は
、
彼
に
ょ
れ
ば
、
時
問
上
空

間
上
の
人
問
の
各
事
件
（
ω
。
α
Q
。
び
窪
訂
ε
を
指
し
、
抽
象
的
（
法
定
）
構
成
要
件
か
ら
は
匠
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
爾
者
が
相
互
に
一
致

し
た
と
き
、
構
成
要
件
該
當
性
が
あ
つ
た
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
マ
イ
ヤ
著
の
い
う
『
事
件
』
の
概
念
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
、
純
然
た
る
自
然
的
事
實
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
そ
の
例
と
し
て
、
勤
話
、
族
行
、
爆
弾
投
卿
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は
、
ま
た
、
純
然
た
る
非
法
律
的
概
念
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
刑
法
的
概
念
た
る
行
爲
概
念
を
彊
い
て
用
い

ず
、
傳
統
的
な
方
法
に
ょ
れ
ば
行
爲
概
念
の
用
い
ら
る
べ
き
地
位
に
、
無
秩
序
、
無
限
定
的
な
事
件
と
い
う
自
然
的
概
念
を
持
つ
て
來
た

と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
イ
ヤ
ー
が
、
行
爲
と
い
う
刑
法
的
概
念
に
代
え
て
事
件
と
い
う
自
然
的
概
念
を
用
い
た

理
由
は
、
お
そ
ら
く
は
、
償
値
を
度
外
硯
し
つ
つ
法
律
的
に
構
成
し
た
行
爲
の
概
念
が
不
作
爲
、
と
く
に
過
失
の
不
作
爲
を
排
斥
し
が
ち

で
あ
る
貼
に
か
ん
が
み
、
刑
法
的
認
識
・
到
断
の
客
艦
に
つ
い
て
、
刑
法
的
概
念
構
成
以
前
の
、
一
切
の
も
の
を
包
含
し
た
事
實
を
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

し
ょ
う
と
し
た
黙
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
方
法
は
、
ド
イ
ツ
西
南
學
派
の
償
値
哲
學
、
と
く
に
リ
ッ
カ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

ト
（
困
。
ぎ
三
の
認
識
論
に
合
致
す
る
。
事
件
を
事
實
の
世
界
に
、
（
構
成
要
件
的
）
行
爲
を
概
念
の
世
界
に
属
せ
し
め
て
爾
者
を
峻
別

　
　
　
構
成
．
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
　
（
一
七
九
）



　
　
　
構
成
要
件
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
O
　
（
一
八
O
）

し
、
前
者
の
後
者
へ
の
あ
て
は
め
（
の
昏
。
・
庫
旨
一
S
）
1
構
成
要
件
該
當
性
の
到
断
～
と
い
う
理
論
的
所
作
を
契
機
と
し
て
犯
罪
の
認

定
を
開
始
せ
し
め
る
理
論
、
こ
れ
こ
そ
典
型
的
な
構
成
要
件
論
に
よ
る
犯
罪
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
黙
に
、
前
時

代
の
實
謹
主
義
的
行
爲
論
と
の
大
い
な
る
差
異
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
マ
イ
ヤ
ー
が
、
こ
の
よ
う
な
前
法
律
的
概
念
た
る
事
件
に
つ
い
て
『
事
實
的
（
具
膣
的
）
構
成
要
件
』
と
い
う
名
構
を
用
い

た
こ
と
に
封
し
て
は
、
異
論
が
な
く
も
な
い
。
こ
の
名
欝
は
、
構
成
要
件
該
當
の
到
断
を
経
た
事
實
を
思
わ
せ
る
か
ら
、
不
適
當
で
あ
る
。

ま
た
、
事
實
的
構
成
要
件
と
法
定
構
成
要
件
と
が
『
相
互
に
』
一
致
す
る
と
い
う
考
え
方
も
適
切
で
な
い
。
爾
者
は
、
封
等
な
概
念
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
が
、
こ
の
馳
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
事
實
的
構
成
要
件
と
法
定
構
成
要
件
と
が
一
致
し
て
構
成
要
件

該
當
性
が
到
定
さ
れ
る
場
合
と
は
、
『
封
話
が
侮
辱
で
あ
り
、
族
行
が
脱
螢
で
あ
る
よ
う
な
場
含
』
、
す
な
わ
ち
『
法
定
構
成
要
件
の
一
切
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

標
識
が
事
實
的
構
成
要
件
の
構
況
中
に
存
在
す
る
場
合
』
を
い
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
の
構
成
要
件
該
當
性
は
、
一
切
の
構
成
要
件
要

素
を
具
備
し
た
、
い
わ
ば
構
成
要
件
を
充
足
し
た
と
い
う
、
事
件
の
特
性
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
こ
の
構
成
要
件
該
當
性
に
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

罪
概
念
の
一
要
素
ー
彼
の
用
語
を
も
つ
て
す
れ
ば
『
第
一
の
本
質
的
な
庭
罰
條
件
』
ー

と
し
て
の
重
要
性
を
認
め
、
か
く
て
『
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

と
は
、
構
成
要
件
に
該
當
す
る
、
違
法
・
有
責
な
出
來
事
（
O
。
の
9
魯
一
誘
）
で
あ
る
』
と
い
う
犯
罪
の
定
義
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
マ
イ
ヤ
ー
の
犯
罪
論
の
構
成
方
法
は
、
肚
會
生
活
上
の
事
件
を
し
て
犯
罪
た
ら
し
む
べ
き
諸
條
件
を
列
畢
す
る
と
い
う
黙
に
そ
の
特
徴

を
有
す
る
。
從
來
の
行
爲
論
に
も
と
づ
く
犯
罪
論
が
、
現
實
の
祉
會
的
事
實
た
る
犯
罪
そ
の
も
の
の
要
素
を
追
及
し
た
の
と
は
、
そ
の
思

惟
方
法
に
お
い
て
、
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
．
從
來
の
理
論
が
『
犯
罪
』
そ
の
も
の
を
追
及
し
た
の

に
反
し
、
マ
イ
ヤ
ー
は
『
犯
罪
性
』
を
追
及
し
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
黙
に
、
雨
者
の
重
要
な
相
違
が
存
す
る
。
そ
の
結
果
、
前
者
は
行



爲
を
實
禮
そ
の
も
み
と
し
て
示
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
後
者
は
事
實
と
し
て
の
事
件
（
劇
。
α
q
3
窪
ぎ
ε
と
抽
象
的
概
念
と
し
て
の
行
爲
と

を
峻
別
し
、
後
者
の
み
を
犯
罪
の
概
念
標
識
の
中
に
敷
え
る
。
前
者
は
犯
罪
の
實
艦
と
し
て
の
行
爲
を
犯
罪
論
の
根
底
に
置
き
、
後
者
は

犯
罪
性
の
第
一
要
素
た
る
構
成
要
件
該
當
性
を
出
獲
黙
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
構
成
要
件
論
に
あ
つ
て
も
、
實
艦
と
し
て
の
『
犯
罪
』
が
示
さ
れ
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
い

か
な
る
犯
罪
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
違
法
な
、
有
責
な
と
い
う
刑
法
的
評
償
は
、
實
艦
と
し
て
の
現

實
の
行
爲
に
加
え
ら
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
の
犯
罪
の
定
義
の
中
に
も
、
『
出
來
事
』
と
い
う
實
艦
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
行
爲
論
に
い
う
行
爲
と
は
、
本
質
的
に
性
格
を
異
に
す
る
。
行
爲
論
に
お
け
る
行
爲
は
、
犯
罪
論
の
中
に
あ
る
。
そ

れ
は
、
自
然
主
義
的
な
認
識
に
近
い
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
例
え
ば
反
射
運
動
や
抗
拒
不
能
の
暴
力
に
ょ
る
身
艦
蓮
動
を
除
外
す
る
な
ど
、

す
で
に
刑
法
的
認
識
を
脛
た
事
實
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
出
來
事
は
、
犯
罪
論
の
外
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
切

の
認
識
・
評
贋
を
経
な
い
混
頓
た
る
事
件
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
犯
罪
論
の
追
求
す
る
犯
罪
性
を
澹
う
實
騰
と
し
て
、
犯
罪
の
定
義
の
中

に
假
の
位
置
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
出
來
事
が
何
で
あ
る
か
は
、
刑
法
上
問
う
と
こ
ろ
で
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
出
來
事
の
行
爲

性
な
の
だ
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
構
成
要
件
は
、
刑
罰
法
規
の
前
段
に
掲
げ
ら
れ
た
法
律
命
題
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
刑
法
各
本
條
よ
り
得
ら
れ
た
概
念
的
形
象
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
他
方
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、
出
來
事
の
構
成
要
件

該
當
性
を
犯
罪
概
念
の
第
一
の
標
識
と
し
て
い
る
。
從
つ
て
、
犯
罪
は
、
ま
ず
も
つ
て
、
刑
法
各
本
條
よ
り
得
ら
れ
た
概
念
的
形
象
に
あ

て
は
ま
る
出
來
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
刑
法
各
本
條
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
未
途
犯
・
共
犯
の

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
　
（
一
八
一
）



　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
二
　
（
一
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

慮
罰
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
は
、
構
成
要
件
論
に
と
つ
て
、
宿
命
的
に
つ
き
ま
と
う
難
問
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
べ
著
リ
ン
グ
は
、
構
成
要
件
を
あ
く
ま
で
も
各
本
條
に
記
述
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
特
別
構
成
要
件
に
限
定
し
た
結
果
、
未
途
犯
・
共
犯
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

あ
る
い
は
構
成
要
件
の
横
張
さ
れ
た
該
當
性
を
有
す
る
と
説
き
、
あ
る
い
は
構
成
要
件
關
連
性
を
持
つ
と
主
張
し
て
、
こ
の
難
問
を
突
破

し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
は
、
い
ず
れ
も
、
構
成
要
件
論
本
來
の
趣
旨
か
ら
し
て
不
徹
底
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
、
マ
イ
ヤ
ー
が
い
か
に
し
て
こ
の
難
問
を
回
避
し
た
か
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は

か
の
有
名
な
刑
罰
横
張
原
因
（
ω
4
織
鍔
の
号
ぼ
毒
α
Q
夷
歪
＆
）
を
中
軸
と
す
る
理
論
構
成
で
あ
る
。

（
一
）
bd
①
一
ぼ
α
Q
ヒ
一
Φ
い
①
ぼ
①
〈
。
ヨ
く
辞
ぼ
Φ
。
ゲ
①
p
一
㊤
。
9
9
暮
α
昌
α
q
＆
の
ω
ω
鼠
嘗
身
即
一
一
●
＞
島
‘
る
ω
9
9
①
一
①
ぼ
①
〈
・
ヨ
証
ま
Φ
。Q
鼠
巳
Ψ
一
。
ω
。

な
お
、
下
村
康
正
、
べ
ー
リ
ン
グ
の
構
成
要
件
論
（
昭
和
二
八
年
）
刑
法
雑
誌
三
巻
三
號
四
五
頁
以
下
、
佐
伯
千
似
、
べ
ー
リ
ン
グ
と
い
わ
ゆ
る
構

成
要
件
の
理
論
（
昭
和
三
一
・
三
二
年
）
立
命
館
法
學
一
五
號
一
頁
以
下
、
一
八
號
一
頁
以
下
（
未
完
）
。

　　　　　　　　　　　　ハ　　　　

一九八七六五四三二
〇））））））））
）

ζ
。
中
ζ
避
8
U
段
巴
一
α
Q
。
ヨ
①
一
b
①
↓
Φ
二
似
①
ω
号
g
ω
含
窪
留
H
鋒
①
。
募
）
這
昼
ω
。
ω
，

竃
9
国
●
ζ
蝉
矯
o
が
蝉
9
p
ρ
ω
●
ω
｛
。

小
野
清
一
郎
、
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
二
〇
頁
参
照
。

山
内
得
立
謹
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
・
認
識
の
封
象
（
昭
和
二
年
）
。
な
お
、
高
坂
正
顯
、
新
カ
ン
ト
學
派

小
野
、
前
掲
二
〇
七
頁
参
照
。

竃
中
竃
①
器
び
勲
餌
，
ρ
ω
。
o。
い

7
n
’
国
9
竃
曙
o
が
餌
●
鉾
ρ
QD
」
●

鼠
●
中
霞
餌
『
Φ
が
節
。
勲
ρ
GQ。
一
〇
Q
6

　
こ
の
黙
を
解
朋
し
て
詳
し
い
の
は
、
小
野
、
前
掲
二
四
五
頁
以
下
．

（
昭
和
八
年
）
岩
波
講
座
「
哲
學
」
五
参
照
。



　
（
コ
）
ω
魯
お
Ψ
○
歪
p
紆
藷
ρ
o
。
．
＞
急
●
》
罎
謡
。
小
野
、
前
掲
二
五
六
頁
G

　
（
一
二
）
　
ω
魯
彊
Ψ
○
歪
＆
注
α
q
ρ
F
》
急
口
器
ρ
つ
o
，
罫
小
野
、
前
掲
二
五
〇
頁
。

　
三
　
マ
イ
ヤ
ー
は
い
う
、
『
二
種
の
刑
罰
櫃
張
原
因
が
あ
る
。
未
途
犯
と
共
犯
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
刑
罰
蹟
張
原
因
ー
ー
こ

の
概
念
は
從
來
用
い
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
ー
－
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
個
々
の
犯
罪
の
標
識
に
封
し
そ
の
概
ム
コ
心
上
の
範
園
を
超
え
て

効
力
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
あ
る
態
度
の
構
成
要
件
該
當
性
を
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
の
事
構
を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
各
則

中
に
（
ま
た
は
特
別
刑
法
中
に
）
刻
印
さ
れ
て
い
る
犯
罪
概
念
は
、
こ
れ
に
境
を
接
し
て
い
る
匪
域
が
一
定
の
範
園
に
わ
た
つ
て
法
定
刑

に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
横
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
詐
欺
の
範
園
を
超
え
て
詐
欺
の
著
手
た
る
行
爲
が
、
窃
盗
の
範
園
を
超
え

て
窃
盗
を
誘
起
す
る
行
爲
が
庭
罰
せ
ら
れ
る
』
。
『
こ
の
よ
う
な
蹟
張
を
行
つ
て
い
る
條
交
は
、
総
則
の
う
ち
に
あ
り
、
も
し
各
則
が
、
各

個
の
構
成
要
件
中
で
、
特
殊
な
標
識
の
ほ
か
に
、
當
該
犯
行
に
つ
い
て
特
徴
的
で
な
い
一
般
的
な
標
識
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
あ
る
と
す

れ
ば
・
す
な
わ
ち
例
え
ば
詐
欺
を
限
界
づ
け
る
に
當
つ
て
欺
岡
行
爲
な
ど
の
ほ
か
に
欺
岡
の
幕
助
を
も
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ

ば
・
そ
れ
は
無
用
な
わ
ざ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
庭
置
は
頭
が
悪
く
、
從
つ
て
技
術
的
に
欠
陥
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
相

異
つ
た
法
定
刑
を
定
め
る
邪
魔
と
も
な
り
、
從
つ
て
實
際
に
危
険
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
刑
罰
櫃
張
原
因
と

い
う
概
念
は
、
総
則
と
各
則
を
匪
分
す
る
と
い
う
こ
と
と
手
に
手
を
と
つ
て
進
む
外
部
的
な
意
味
を
持
つ
ば
か
り
で
な
く
、
責
任
が
違
う

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
一
人
の
行
爲
者
に
よ
る
一
個
の
法
定
構
成
要
件
の
完
全
な
實
現
は
、
論
理
上
、

正
常
な
場
含
で
あ
り
、
途
げ
ら
れ
な
か
つ
た
實
現
や
、
敷
人
が
協
力
加
功
す
る
こ
と
は
、
正
常
な
場
合
の
例
外
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
固
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

な
評
債
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
。

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
　
（
一
八
三
）



　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
　
（
一
八
四
）

　
刑
罰
横
張
原
因
が
、
輩
凋
犯
・
既
、
途
犯
な
ど
に
封
す
る
の
と
は
別
個
の
可
罰
性
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
か
ら
も
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

か
で
あ
る
。
刑
罰
鑛
張
原
因
は
、
可
罰
性
の
範
園
を
績
張
す
る
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
に
引
用
し
た
叙
述
の
範
園
内
で
は
、
刑
罰
蹟

張
原
因
が
は
た
し
て
法
定
構
成
要
件
そ
の
も
の
を
蹟
張
す
る
の
か
、
構
成
要
件
該
當
性
を
横
張
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
文
字
通
り
、
そ

れ
ら
と
は
別
個
に
庭
罰
の
範
園
の
み
を
鑛
張
す
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
黙
に
立
ち
入
つ

て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
右
に
引
用
し
た
叙
述
の
一
部
や
、
別
の
頁
に
お
け
る
『
共
犯
は
、
蹟
張
さ
れ
た
構
成
要
件
に
鵬
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
爲
な
の
で
あ

（
三
）

る
』
と
い
う
表
現
、
あ
る
い
は
『
刑
罰
が
横
張
さ
れ
て
及
ぶ
べ
き
構
成
要
件
を
説
明
し
え
ん
が
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
刑
罰
の
超
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

て
出
て
い
く
構
成
要
件
か
ら
出
獲
せ
ね
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
所
説
な
ど
を
み
る
と
、
刑
罰
鑛
張
原
因
は
、
法
定
溝
成
要
件
そ
の
も
の
の

範
園
を
横
張
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
法
定
構
成
要
件
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
刑

法
各
本
條
の
前
段
に
記
述
さ
れ
た
諸
要
素
を
内
容
と
す
る
概
念
的
形
象
を
意
味
し
て
い
た
。
彼
は
、
構
成
要
件
該
當
性
を
犯
罪
概
念
の
一

標
識
と
し
て
読
明
す
る
際
に
、
決
し
て
法
定
構
成
要
件
に
つ
い
て
例
外
を
認
め
ず
、
未
途
犯
・
共
犯
の
概
念
的
形
象
に
つ
い
て
は
何
等
鰯

れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
ま
た
、
彼
は
、
刑
を
加
重
さ
れ
る
構
成
要
件
（
β
呂
評
善
一
巽
↓
讐
び
塗
鐘
餌
）
と
刑
を
減
輕
さ
れ
る
構
成
要
件

（
冥
三
一
畠
響
醇
↓
讐
ぽ
器
口
鎚
）
と
を
説
明
す
る
際
に
、
未
途
犯
と
從
犯
と
を
そ
れ
ら
か
ら
除
外
し
、
未
遽
犯
・
從
犯
は
『
濁
自
の
法
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
　
　
　
　
　
（
七
）

果
を
有
す
る
特
殊
な
犯
罪
概
念
』
で
あ
る
ど
し
、
通
説
例
え
ば
リ
ス
ト
の
主
張
に
反
封
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
は
、
マ
イ
ヤ
ー
が
、
未
途

犯
・
共
犯
に
關
す
る
規
定
を
一
般
的
な
法
定
構
成
要
件
の
一
種
と
解
し
な
か
つ
た
こ
と
の
有
力
な
根
嫁
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
他
方
、
彼
は
、
最
前
の
引
用
文
中
に
お
い
て
、
『
刑
罰
櫃
張
原
因
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
個
々
の
犯
罪
の
標
識
に
封
し
そ



の
概
念
上
の
範
園
を
超
え
て
効
力
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
あ
る
態
度
の
構
成
要
件
該
當
性
を
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
の
事
情
を
考
え
る
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

と
し
、
ま
た
、
別
の
頁
で
、
共
犯
規
定
は
『
教
唆
お
よ
び
幕
助
と
呼
ぶ
行
爲
の
構
成
要
件
該
當
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
』
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
立
論
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、
刑
罰
櫃
張
原
因
よ
り
得
ら
れ
る
概
念
的
形
象
を
法
定
構
成
要
件
と
と

も
に
構
成
要
件
の
一
種
と
認
め
、
こ
れ
に
該
當
す
る
事
實
に
つ
い
て
構
成
要
件
該
當
性
を
考
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
未
途
犯
・
共
犯
は

法
定
構
成
要
件
に
鵬
さ
な
い
、
從
つ
て
、
そ
れ
自
艦
で
は
可
罰
性
を
有
し
な
い
、
し
か
し
、
未
途
犯
・
共
犯
を
慮
罰
す
る
旨
の
規
定
が
、

刑
罰
横
張
原
因
と
し
て
一
種
の
構
成
要
件
ー
マ
イ
ヤ
ー
の
用
語
に
よ
れ
ば
、
蹟
張
さ
れ
た
構
成
要
件
－
ー
を
設
定
す
る
作
用
を
な
し
て

い
る
か
ら
、
未
途
犯
・
共
犯
は
、
こ
れ
に
該
當
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
構
成
要
件
該
當
性
を
獲
得
し
、
は
じ
め
て
庭
罰
の
範
園
内
に
と
り
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

れ
ら
れ
る
ー
。
こ
れ
が
、
お
そ
ら
く
は
、
マ
イ
ヤ
ー
の
刑
罰
鑛
張
原
因
の
思
想
の
骨
子
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

（
一
）
　
竃
。
鐸
竃
餌
罵
絆
勲
孚
O
●
ψ
Q
O
酷
h

（
二
）
　
メ
ツ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
横
張
原
因
は
、
『
自
分
自
身
だ
け
で
は
正
犯
と
し
て
庭
罰
さ
れ
え
な
い
一
定
の
加
功
形
式
を
可
罰
性
の
範
園
内
に
添

加
す
る
』
原
因
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
（
ω
ぼ
線
容
。
貰
Φ
目
Gっ
9
象
象
ぎ
3
v
鋼
≧
蒔
①
蓉
Φ
言
巽
↓
o
鮮
9
跨
島
‘
這
漣
Ψ
ψ
鱒
お
）
、
不
破
武
夫
・
井

　
上
正
治
、
刑
法
総
論
（
昭
和
三
〇
年
）
一
八
三
頁
に
よ
れ
ば
、
『
法
が
共
犯
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
可
罰
性
の
範
園
を
共
犯
に
ま
で
鑛
張
』
す

る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
　
竃
●
め
。
ζ
曙
Φ
が
瓢
。
勲
○
・
ω
。
ω
o
Q
S

（
四
）
　
ζ
。
国
■
竃
曙
Φ
伊
鎚
●
勲
○
’
ω
●
ω
刈
㎝
●

（
五
）
　
罫
中
竃
避
辞
騨
勲
ρ
¢
轟

（
六
）
　
＜
、
置
の
界
い
①
ぼ
ビ
魯
α
o
の
U
o
旨
ω
島
窪
Gり
霞
緯
冨
o
窪
ω
｝
曽
ミ
誌
．
》
島
D
博
這
お
｝
㊤
一
に
参
照
。

　
構
成
要
件
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
　
（
一
八
五
）



　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六
　
（
一
八
六
）

（
七
）
　
ζ
◎
中
竃
哉
g
勲
勲
ρ
P
一
〇
。
》
p
き
9

（
八
〕
ζ
●
顕
ご
曙
o
ぴ
勲
騨
ρ
ψ
零
戯
’

（
九
）
　
マ
イ
ヤ
ー
の
刑
罰
横
張
原
因
論
を
わ
が
國
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
瀧
川
博
士
で
あ
る
、
瀧
川
幸
辰
、
刑
法
講
義
（
昭
和
四
年
）

　
一
四
七
頁
。
な
お
、
瀧
川
春
雄
、
刑
法
総
論
講
義
（
昭
和
二
七
年
）
一
五
三
頁
。
構
成
要
件
の
修
正
形
式
と
い
う
形
で
こ
れ
を
展
開
さ
れ
た
の
は
小

　
野
博
士
で
あ
る
、
小
野
清
一
郎
、
構
成
要
件
修
正
形
式
と
し
て
の
未
途
犯
及
び
共
犯
（
昭
和
七
年
）
『
加
藤
先
生
還
暦
覗
賀
論
文
集
』
二
八
七
頁
以

下
、
同
、
新
訂
刑
法
講
義
総
論
（
昭
和
二
七
年
）
｝
七
九
、
一
九
五
頁
、
同
、
刑
法
概
論
増
訂
版
（
昭
和
三
一
年
）
二
一
二
頁
。
な
お
、
吉
川
経
夫
、

　
刑
法
総
論
（
昭
和
二
九
年
）
二
一
〇
、
二
二
六
頁
、
團
藤
、
刑
法
綱
要
、
二
六
〇
、
二
八
一
頁
。
犯
罪
鑛
張
原
因
と
い
う
形
で
こ
れ
を
受
容
さ
れ
た

　
の
は
、
島
田
博
士
で
あ
る
、
島
田
武
夫
、
刑
法
概
論
総
論
（
昭
和
九
年
）
一
三
三
頁
以
下
。
な
お
、
マ
イ
ヤ
ー
の
構
成
要
件
論
に
お
い
て
、
刑
罰
横

張
原
因
が
充
分
に
論
理
徹
底
し
た
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
黙
を
指
摘
す
る
の
は
、
小
野
、
構
成
要
件
の
修
正
形
式
と
し
て
の
未
途
犯
及
び
共
犯
、
上

　
掲
二
六
二
頁
。

　
四
　
刑
罰
横
張
原
因
の
概
念
は
、
お
お
よ
そ
、
以
上
の
よ
う
な
輪
郭
を
持
つ
。
そ
こ
で
、
衣
に
、
刑
罰
鑛
張
原
因
の
内
容
と
範
園
と
に

つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
つ
と
も
、
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
目
的
に
副
い
、
未
途
犯
の
説
明
を
省
略
し
て
、
共
犯
の
み
を

考
察
の
封
象
と
す
る
。
ま
た
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
共
犯
概
念
の
内
容
と
範
圏
と
は
、
正
犯
概
念
の
そ
れ
を
確
定
し
て
か
ら

明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
こ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
。

　
マ
イ
ヤ
ー
は
、
ま
ず
、
共
犯
に
關
す
る
刑
罰
横
張
原
因
が
、
教
唆
犯
（
第
四
八
條
）
と
從
犯
（
第
四
九
條
）
の
規
定
に
存
す
る
こ
と
を

述
べ
、
つ
い
で
そ
の
効
力
に
つ
い
て
解
読
を
進
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
い
う
、
『
第
四
八
條
と
第
四
九
條
と
は
、
刑
罰
横
張
原
因
を
含
む
。

こ
れ
ら
の
條
文
は
、
教
唆
お
よ
び
需
助
と
呼
ぶ
行
爲
の
構
成
要
件
該
當
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
ー
ー
す
な
わ
ち
、
個
々
の
犯
罪
の
標
識



に
そ
の
概
念
上
の
範
園
を
超
え
る
効
力
を
授
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
れ
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
身
膣
傷
害
の
構
成
要
件
に

關
連
し
て
こ
そ
、
身
艦
傷
害
の
誘
起
と
掘
助
と
は
、
刑
に
慮
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
共
犯
の
可
罰
性
は
、
常
に
二
箇
の
條
文
（
例
え
ぱ
第

四
八
條
と
第
二
壬
二
條
）
が
結
合
し
た
も
の
に
そ
の
基
礎
を
お
く
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
蹟
張
を
人
の
範
園
に
關
す
る
櫃
張
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

と
す
る
の
は
不
當
な
考
え
で
あ
ろ
う
。
櫃
張
さ
れ
る
の
は
、
可
罰
的
行
爲
の
範
園
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
』

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
共
犯
は
刑
罰
横
張
原
因
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
庭
罰
の
範
園
内
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
共
犯

と
正
犯
と
の
匠
別
は
、
當
然
、
『
刑
罰
櫃
張
原
因
の
本
質
に
も
と
づ
く
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
『
共
犯
は
、
横
張
さ
れ
た
構
成

要
件
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
爲
な
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
行
爲
が
そ
う
燐
篇
あ
る
か
は
、
後
段
（
中
略
）
で
研
究
す
る
が
、
共
犯
概
念
が
徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

頭
徹
尾
法
規
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
、
す
で
に
確
定
し
て
お
く
』
と
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
從
つ
て
、
マ
イ
ヤ
ー
が
共
犯
の

可
罰
性
の
限
界
を
ど
こ
に
求
め
た
か
は
明
瞭
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
彼
は
、
法
定
構
成
要
件
が
違
法
性
の
重
要
な
認
識
根
嫁
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
刑
罰
鑛
張
原
因
の
場
含
に
も
適
用
し
、
刑
罰
横
張
原
因

の
概
念
上
の
範
圏
を
も
つ
て
未
遂
犯
・
共
犯
の
可
罰
性
の
限
界
と
し
よ
う
と
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
刑
罰
櫃
張
原
因
た
る
未
途
犯
．
共

犯
の
規
定
か
ら
得
ら
れ
る
未
遂
犯
・
共
犯
の
翻
怠
形
象
は
、
そ
の
違
法
性
の
認
識
根
檬
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
了
の
こ
の
態
度

を
、
ま
ず
未
遂
犯
に
つ
い
て
み
る
と
、
『
法
定
構
成
要
件
は
、
國
家
が
い
か
な
る
範
園
に
わ
た
つ
て
文
化
規
範
を
承
認
し
た
か
と
い
・
へ
・
た
め

の
、
唯
一
無
二
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
主
た
る
認
識
の
根
源
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
未
途
犯
に
翼
し
て
も
適
用

さ
れ
る
，
す
な
わ
ち
、
違
法
性
は
、
刑
罰
櫃
張
原
因
の
限
界
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
從
つ
て
、
概
念
上
不
能
な
未
途
は
違
法
で
は

な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
未
途
の
結
果
が
存
在
せ
ず
從
つ
て
構
成
要
件
該
當
性
が
な
い
か
ら
、
遽
法
性
も
な
い
と
い
う
の
が
特
徴
φ
、
あ
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一
八
七
　
（
一
八
七
）
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一
八
八
　
二
八
八
）

へ
四
）

る
』
。
當
然
な
臨
結
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
同
じ
理
論
構
成
は
、
共
犯
の
範
園
を
決
定
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
。

　
彼
は
、
正
犯
と
從
犯
と
の
匠
別
に
關
し
て
い
う
、
『
客
観
読
は
、
實
行
（
第
四
七
條
）
と
鞘
助
（
第
四
九
條
）
と
の
封
比
を
解
繹
す
る
も

の
で
あ
る
。
客
翻
説
と
い
え
ど
も
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
因
果
性
の
相
違
を
援
用
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
目
標
に
到
達
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
客
齪
説
は
、
法
定
構
成
要
件
を
引
き
合
い
に
出
す
限
り
に
お
い
て
、
正
し
い
道
を
歩
む
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
特
別
の
法
完

構
成
要
件
の
下
に
あ
る
行
爲
が
實
行
で
あ
り
、
刑
罰
横
張
原
因
を
通
し
て
は
じ
め
て
網
羅
さ
れ
る
行
爲
が
舗
助
活
動
だ
か
ら
で
あ
る
』
。
し

か
し
、
法
定
構
成
要
件
を
基
準
に
し
て
正
犯
と
共
犯
と
を
匠
別
す
る
學
説
は
、
形
式
的
客
観
読
と
禰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
形
式
的
抽
象
的
基
準
を
も
つ
て
事
に
當
る
結
果
、
事
案
に
當
面
し
た
場
合
の
匠
別
を
不
明
瞭
な
ら
し
め
る
。
マ
イ
ヤ
T
も
こ
の

欲
陥
を
認
め
、
『
こ
の
よ
う
な
匿
別
を
貫
徹
す
る
上
に
件
う
困
難
は
、
い
か
に
任
意
に
包
撮
し
て
も
そ
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
件
う
困
難
に
し

か
す
ぎ
な
い
』
と
辮
解
し
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
形
式
的
客
翻
読
と
い
え
ど
も
、
構
成
要
件
該
當
性
を
決
定
す
る
さ
ら
に
實
質
的
な
基
準

を
援
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
の
黙
に
、
法
盆
の
概
念
を
も
つ
て
し
た
。
い
わ
く
、
『
法
規
が
途
行
方
法
に
つ
い
て

何
等
鰯
れ
て
い
な
い
場
合
に
常
に
護
生
す
る
不
明
確
さ
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
未
途
論
に
お
け
る
と
全
く
同
様
に
、
形
式
的
な
標
識
が

實
質
的
な
標
識
に
よ
つ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
正
犯
者
は
法
盆
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
從
犯
者
は

こ
の
侵
害
を
準
備
す
る
か
、
も
し
く
は
確
實
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

從
犯
の
領
域
は
、
到
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
よ
り
も
著
し
く
廣
く
な
る
』
と
。
以
上
で
、
共
犯
概
念
の
範
園
に
關
す
る
一
・
イ
ヤ
ー
の
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

見
解
は
明
ら
か
に
な
つ
た
。



（
一
）
　
累
’
団
。
霞
3
Φ
ぴ
艶
艶
○
●
¢
ω
鐸
h

（
二
）
　
家
。
団
●
霞
亀
Φ
び
鋤
書
勲
ρ
¢
ω
Oo
刈
h

（
三
）
　
蜜
中
ζ
禽
鐸
蟄
勲
P
ω
，
蟄
い
こ
の
黙
に
關
し
て
は
、
下
村
康
正
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
構
成
要
件
論
（
昭
和
二
八
年
）
法
學

新
報
六
〇
巻
三
號
一
頁
以
下
蓼
照
。

（
四
）
　
竃
●
中
ζ
錯
醇
》
勲
騨
ρ
ψ
霧
野

（
五
）
　
竃
，
中
寓
逡
g
勲
鉾
ρ
ψ
ら
鷺
。

（
六
）
　
注
意
す
べ
を
は
、
マ
イ
ヤ
ー
が
、
共
同
正
犯
を
共
犯
か
ら
除
外
し
、
共
同
正
犯
に
關
す
る
規
定
は
刑
罰
鑛
張
原
因
を
含
ま
な
い
と
し
た
貼
で
あ

　
る
（
聾
騨
ρ
ψ
鴇
○
じ
。
こ
の
黙
に
關
し
て
は
、
齊
藤
金
作
、
共
同
正
犯
の
共
犯
性
（
昭
和
三
〇
年
）
『
瀧
川
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
刑
法
學
の
設

　
題
下
』
六
八
三
頁
以
下
参
照
。

　
五
　
以
上
は
、
正
犯
と
共
犯
の
匠
別
に
關
す
る
マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
で
あ
る
。
彼
は
、
正
犯
と
共
犯
と
の
匠
別
を
、
刑
罰
濃
張
原
因
の
本

質
に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
同
様
に
、
彼
は
、
次
に
、
正
犯
と
共
犯
と
の
關
係
を
も
、
刑
罰
横
張
原
因
の
本
質
に
も
と
づ
い
て
解

説
す
る
。
共
犯
從
属
性
に
關
す
る
理
論
が
こ
れ
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、
『
共
犯
と
正
犯
と
の
問
に
存
す
る
關
係
も
ま
た
、
刑
罰
損
張
原
因
の

本
質
に
も
と
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
正
犯
者
に
狙
い
を
定
め
て
あ
る
構
成
要
件
が
横
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
は
、
正
犯
者
の
行
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

に
封
し
、
何
等
か
の
從
圃
的
關
係
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
。
（
中
略
）
正
犯
者
の
行
爲
に
封
す
る
從
属
的
關
係
を
共
犯
の
從
属
性
と
呼
ぶ
』
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
共
犯
の
從
厨
性
は
、
共
犯
の
可
罰
性
を
説
明
す
る
た
め
に
不
可
訣
な
も
の
と
し
て
、
古
く
か
ら
援
用
さ
れ
て
き
た
翻
△
．
心
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

し
、
そ
の
性
格
お
よ
び
範
園
に
關
し
て
は
、
從
來
、
雫
い
が
あ
つ
た
。
こ
の
職
を
考
慮
し
て
か
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、
共
犯
從
鵬
性
の
襯
念
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

共
犯
を
説
明
す
る
た
め
の
因
果
關
係
の
翻
念
と
並
べ
て
、
『
暴
君
の
よ
う
に
共
犯
の
理
論
を
支
配
し
陵
虐
し
て
き
た
も
の
』
と
痛
弾
し
て
い

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
　
（
一
八
九
）
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一
九
〇
　
（
一
九
〇
）

る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
共
犯
の
可
罰
性
は
刑
罰
織
張
原
因
に
よ
つ
て
獲
得
さ
れ
る
と
詮
く
の
で
あ
る
か
ら
、
從
鵬
性
の
襯
念
を
、
共
犯

の
可
罰
性
そ
れ
自
騰
の
基
礎
づ
け
の
た
め
に
用
い
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
と
て
も
、
共
犯
の
正
犯
に
封
す
る
從
麗
的
な

關
係
は
無
覗
し
う
る
も
の
で
な
い
。
か
く
て
、
彼
は
、
共
犯
從
属
性
概
念
の
徹
底
的
な
整
理
を
意
圖
し
て
こ
れ
に
着
手
し
た
。
『
各
人
が

こ
の
概
念
を
自
分
自
身
の
意
味
に
用
い
、
か
く
て
他
人
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
混
風
が
生
ず
る
ゆ
え
ん

は
、
あ
ら
ゆ
る
從
属
關
係
に
本
質
的
な
等
級
性
（
9
＆
忌
R
ぎ
詩
魯
）
と
い
う
も
の
が
無
覗
さ
れ
て
き
た
貼
に
あ
る
。
從
属
性
は
、
強
い

從
属
關
係
が
問
題
と
な
る
か
弱
い
從
属
關
係
が
問
題
と
な
る
か
に
慮
じ
て
、
異
つ
た
状
態
を
と
る
。
し
か
も
、
四
つ
の
段
階
を
考
え
る
こ

　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

と
が
で
き
る
』
。
こ
う
し
て
、
彼
は
、
共
犯
の
從
厨
性
に
關
す
る
有
名
な
四
從
厨
形
態
論
を
獲
表
す
る
に
至
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
共
犯
の
從
腸
性
論
は
、
前
述
の
よ
う
に
傳
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
構
成
要
件
論
に
特
徴
的
な
理
論
で
は
な
い
。
ま
た
、
マ

イ
ヤ
ー
の
こ
の
從
馬
形
態
論
も
、
彼
に
と
っ
て
は
特
有
な
思
考
方
法
と
も
い
え
よ
う
が
、
別
段
構
成
要
件
論
と
論
理
必
然
的
な
關
係
に
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
共
犯
の
從
属
性
に
關
し
て
は
、
構
成
要
件
論
に
と
つ
て
本
質
的
な
蹄
結
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
理
論
に

よ
る
と
、
共
犯
の
成
立
に
つ
い
て
、
正
犯
行
爲
の
構
成
要
件
充
足
性
が
要
求
さ
れ
る
黙
で
あ
る
。
正
犯
が
正
犯
た
る
に
必
要
な
一
切
の
構

成
要
件
要
素
の
具
備
が
前
提
と
さ
れ
る
黙
で
あ
る
，
そ
し
て
、
こ
の
結
論
は
、
い
か
な
る
從
厨
形
態
を
認
め
る
場
合
に
も
安
當
す
る
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
構
成
要
件
論
は
、
犯
罪
論
の
構
成
上
、
刑
法
各
本
條
に
記
載
さ
れ
た
犯
罪
の
定
型
を
重
覗
す
る

理
論
で
あ
る
。
共
犯
は
、
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
定
型
該
當
的
事
實
の
共
同
惹
起
と
み
ら
れ
、
輩
な
る
外
部
的
行
爲
の
共
同
と
い
う
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

な
も
の
で
は
特
徴
づ
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
犯
罪
共
同
説
、
さ
ら
に
嚴
密
に
は
一
種
の
構
成
要
件
共
同
説
と
で
も
い
う
べ
き
共
犯
論
は
、
當

然
に
共
犯
の
從
鵬
性
を
説
き
、
し
か
も
共
犯
の
成
立
に
つ
い
て
、
少
く
と
も
正
犯
の
完
全
な
構
成
要
件
充
足
性
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
る



　
　
へ
九
）

の
で
め
る
、
こ
の
理
論
は
、
し
か
し
、
構
成
要
件
論
に
馬
と
づ
く
間
接
正
犯
論
に
重
大
な
問
題
を
提
起
す
る
。
つ
ま
り
、
構
成
要
件
論
は
、

共
犯
の
成
立
に
右
の
よ
う
な
條
件
を
付
す
る
結
果
と
し
て
、
本
來
な
ら
ば
共
犯
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
事
案
を
正
犯
に
包
撮
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
り
、
こ
O
不
純
物
の
禮
系
的
慮
置
に
困
惑
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
亥
章
に
お
い
て
、
ま
ず
マ
イ
ヤ
ー
の

説
く
間
接
正
犯
概
念
の
範
圃
を
考
察
し
て
段
、
こ
の
駒
題
に
醐
れ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
一
）
　
ζ
国
ζ
3
段
曽
讐
鉾
ρ
もっ
’
Qo
8
’

（
二
）
　
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
共
犯
の
從
馬
性
は
、
と
く
に
、
從
犯
に
關
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
概
念
と
さ
れ
て
い
る
。
望
蒔
ヨ
2
9
9
Φ

需
ぼ
Φ
＜
書
（
一
段
↓
巴
塁
げ
β
Φ
¢
巳
祭
Φ
評
3
δ
鷲
R
斯
曇
籔
（
誇
O
の
葺
ω
魯
9
襯
お
房
α
q
践
9
鼻
H
o
。
8
Ψ
ψ
一
＆
P
》
⇒
幹
鵠
S
　
齊
藤
、

共
犯
理
論
の
研
究
、
五
三
五
頁
参
照
。
な
お
、
同
所
に
は
、
從
鵬
性
を
説
く
古
く
か
ら
の
學
者
の
所
読
が
簡
潔
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
　
じσ
一
詩
ヨ
2
R
Ψ
勲
騨
○
の
◎
置
①
　
参
照
。

（
四
）
　
累
φ
竃
3
①
び
鉾
勲
Q
Go
。
鴇
ρ

（
五
）
　
琴
中
ζ
3
、
曾
p
騨
O
ω
●
G。
8
’

（
六
）
　
第
一
は
最
小
限
從
圃
形
態
（
邑
簗
葺
簿
一
飢
塞
誘
○
誘
。
ぼ
閃
畦
B
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
正
犯
者
が
法
定
構
成
要
件
を
實
現
し
た
こ
と
の
み
を
條
件

　
と
す
る
。
第
二
は
副
限
從
厩
形
態
（
一
一
疑
器
苓
接
鴇
器
雲
ω
3
①
囑
霞
ヨ
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
正
犯
者
が
法
定
構
成
要
件
を
違
法
に
充
足
し
た
こ
と
を

　
條
件
と
す
る
。
第
三
は
極
端
從
属
形
態
（
Φ
纂
話
苧
鐸
器
ω
8
霧
3
①
糊
震
ヨ
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
正
犯
者
が
法
定
構
成
要
件
を
違
法
且
有
責
に
充
足

　
し
た
こ
と
を
條
件
と
す
る
。
第
四
は
誇
張
從
馬
形
態
（
ξ
℃
角
虹
嵩
霧
8
霧
。
箒
3
躍
）
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
正
犯
者
の
一
身
的
特
性
を
も
條
件
と
す

　
る
。
從
つ
て
、
刑
を
加
重
減
輕
す
る
一
身
專
矯
的
事
構
ま
で
が
共
犯
者
に
負
澹
を
か
け
た
り
負
塘
か
ら
冤
れ
し
め
た
り
す
る
（
寓
国
ζ
曙
2
勲

　
p
O
Gっ
甲
撃
一
）
。
な
お
、
最
近
、
こ
の
從
腸
形
態
の
問
題
を
從
属
の
有
無
の
問
題
か
ら
匠
別
す
る
學
読
が
多
く
な
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
ー
ル
ラ

　
ウ
シ
ュ
且
フ
ン
ゲ
は
、
從
属
性
の
問
題
を
そ
の
程
度
（
O
贔
3
の
問
題
か
ら
分
ち
（
区
o
玄
揖
霧
畠
－
冒
お
ρ
鱒
挙
凝
霧
o
臼
ゴ
。
F
G
。
箪
き
＞
¢
炉
這
窓

　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
　
（
一
九
一
）



構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯

一
九
二
　
（
一
九
二
）

Go

ら
c
。
）
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
は
『
量
的
從
薦
性
へ
2
き
葺
畳
お
》
訂
Φ
器
o
同
糞
琶
』
と
『
質
的
從
罵
性
（
2
呂
茸
ぞ
の
》
ζ
窃
8
誰
什
説
酔
ζ
と
を
罫
立
さ
せ

　
へ
ζ
㊤
貫
8
F
U
Φ
露
。
Q
畠
窃
幹
邑
お
。
拝
医
応
の
ヨ
Φ
5
段
↓
亀
”
る
茸
ψ
呂
一
「
巨
）
、
植
田
教
授
お
よ
び
大
野
講
師
は
『
實
行
性
の
意
義
に
お
け
る

從
属
性
』
ま
た
は
『
實
行
從
属
性
』
と
『
犯
罪
性
の
意
義
に
お
け
る
從
属
性
』
ま
た
は
『
犯
罪
從
属
性
』
と
を
分
つ
て
問
題
と
さ
れ
る
（
植
田
重
正
、

共
犯
の
基
本
問
題
・
昭
和
二
七
年
・
一
六
三
頁
、
同
、
共
犯
猫
立
性
読
と
從
鵬
性
読
・
昭
和
二
七
年
・
『
刑
事
法
講
座
』
三
巷
四
四
一
頁
、
大
野
李

吉
、
共
犯
從
属
性
の
理
論
と
濁
立
性
の
理
論
（
一
）
・
昭
和
三
二
年
・
法
學
二
〇
巻
一
雛
二
頁
）
。

（
七
）
　
最
近
、
共
犯
濁
立
性
読
の
立
場
か
ら
、
各
種
の
從
麗
形
態
を
顧
慮
し
つ
つ
共
犯
從
屍
性
説
を
批
到
し
た
力
作
と
し
て
、
大
野
ギ
吉
、
共
犯
從
罵

性
の
理
論
と
猫
立
性
の
理
論
（
｝
i
六
×
昭
和
三
二
、
三
三
年
）
法
學
二
一
巻
一
、
二
號
、
二
二
巻
一
－
四
號
所
載
が
あ
げ
ら
れ
る
．
）
從
來
の
犯
罪

共
同
説
の
批
到
と
い
う
面
で
は
、
同
書
は
私
の
見
解
と
非
常
に
多
く
の
黙
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
野
講
師
が
共
犯
濁
立
性
説
を
説
か
れ
、

教
唆
の
未
途
を
軍
純
な
未
途
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
私
は
同
書
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、

　
後
に
共
犯
凋
立
性
読
と
關
連
さ
せ
て
論
ず
る
と
き
に
譲
ら
せ
て
頂
き
た
い
と
思
う
。

（
八
）
中
野
亥
雄
、
強
盗
の
共
同
正
犯
の
一
人
の
加
え
た
傷
害
と
他
の
者
の
責
任
（
昭
和
二
五
年
）
『
刑
事
到
例
評
繹
集
』
八
巻
二
二
六
頁
以
下
参
照
。

（
九
）
　
大
野
、
前
掲
は
、
共
犯
從
属
性
説
を
と
る
も
の
は
す
べ
て
共
犯
の
成
立
に
つ
い
て
正
犯
行
爲
の
構
成
要
件
充
足
性
を
要
求
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
よ
う

　
に
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
は
、
本
文
に
記
し
た
よ
う
に
、
構
成
要
件
論
に
特
有
の
も
の
で
あ
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
共
犯
從
驕
性
読
に
共

通
な
も
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
な
從
鵬
形
態
が
も
つ
と
も
『
犯
罪
』
共
同
論
の
趣
旨
に
澹
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
身
分
犯
・
目
的
犯
等

特
殊
な
構
成
要
件
要
素
を
有
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
例
外
的
に
從
厨
の
程
度
を
緩
和
さ
せ
て
も
、
決
し
て
共
犯
の
從
属
性
を
否
認
す
る
こ
と
に
は
な
ら

　
な
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
共
犯
從
属
性
説
の
浩
革
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
論
の
擁
頭
す
る
以
前
、
因
果
關
係
論

　
と
く
に
原
因
説
が
支
配
し
て
い
た
當
時
の
學
説
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
身
分
犯
・
目
的
犯
に
つ
い
て
身
分
・
目
的
を
有
し
な
い
正
犯
者
の
行
爲
に

　
封
す
る
加
功
を
共
犯
と
し
、
後
の
時
代
の
よ
う
に
故
意
あ
る
迫
具
の
利
用
に
よ
る
間
接
正
犯
を
認
め
な
い
學
説
が
あ
つ
た
（
例
え
ば
、
ω
貰
○
霧
魯

　
q
p
山
ω
畠
巳
伽
目
Gり
q
臥
器
。
拝
劇
俳
ρ
這
O
ざ
ω
．
①
鴇
ご
≦
鋤
畠
Φ
獣
色
俳
い
①
ぼ
一
三
魯
号
ω
譜
髪
ω
魯
窪
G
り
霞
餌
中
g
即
p
一
緯
合
ψ
這
S
な
お

　
鍔
団
、
ζ
避
8
U
R
O
欝
の
巴
N
累
餌
B
日
窪
訂
お
N
且
総
ぼ
β
寓
き
巳
q
お
琶
（
一
図
ほ
○
榔
一
ヨ
磐
β
陣
9
貰
鵠
塗
）
ω
ふ
ゆ
）
。
ま
た
、
目
的
犯
は
さ



て
お
き
、
身
分
犯
に
つ
い
て
、
非
身
分
者
の
行
爲
に
加
功
し
た
身
分
者
の
行
爲
を
問
接
正
犯
か
ら
除
外
す
る
者
も
あ
つ
た
（
例
え
ば
緊
。
。
欝
雰
ぼ
・

び
竃
ゲ
島
霧
U
雲
錺
9
霧
G
o
曙
臥
お
9
黄
漣
◎
＼
旨
●
》
仁
炉
る
多
ψ
鷺
O
）
。
な
お
、
そ
の
他
の
文
献
に
っ
い
て
は
、
大
塚
仁
、
故
意
あ
る
道
具
（
一
）

（
昭
和
三
〇
年
）
法
政
論
集
三
雀
一
號
三
七
頁
以
下
参
照
。

豊
　
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
問
接
正
犯
論

　
一
　
『
法
律
上
の
理
由
か
ら
正
犯
者
た
り
え
な
い
人
間
を
し
て
あ
る
法
定
構
成
要
件
を
實
現
せ
し
め
た
者
は
、
正
犯
者
と
し
て
慮
罰
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

れ
、
問
接
正
犯
者
と
（
ま
た
は
無
形
的
起
因
者
く
蔓
亀
鼻
ε
亀
震
¢
浮
。
ぎ
◇
と
も
）
呼
ば
れ
る
』
。
こ
れ
が
、
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
間
接

止
犯
の
定
義
で
あ
る
。
以
上
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
、
間
接
正
犯
を
、
直
接
正
犯
の
一
態
様
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。
彼
み
ず

か
ら
い
う
、
『
間
接
正
犯
は
、
直
接
正
犯
と
法
律
上
は
同
じ
で
あ
り
、
間
接
正
犯
と
い
う
名
構
は
、
た
だ
事
實
的
な
特
殊
性
を
強
調
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

の
に
す
ぎ
ず
、
自
ら
手
を
下
さ
な
い
者
（
島
象
評
霞
器
）
が
何
故
に
正
犯
者
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
』
と
。
マ
イ
ヤ

ー
に
お
け
る
軍
濁
正
犯
者
の
定
義
は
『
全
く
軍
濁
且
つ
自
己
の
動
作
に
よ
つ
て
一
箇
の
法
定
構
成
要
件
を
邊
法
有
責
に
充
足
し
た
者
』
と

　
　
　
（
三
）

い
う
に
あ
る
。
こ
こ
で
、
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
限
縮
的
正
犯
概
念
（
お
弩
詳
ヰ
く
巽
↓
痒
。
『
。
。
魯
鐸
駐
畠
婦
鎌
）
を
採
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
自
己
の
動
作
に
よ
る
構
成
要
件
の
充
足
』
が
、
彼
に
お
い
て
、
純
自
然
的
に
考
え
ら
れ
て
い
な
か
つ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
道
具
ま
た
は
自
然
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
自
己
の
動
作
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
と

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
　
（
一
九
三
）



　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
　
（
一
九
四
）

同
様
に
、
責
任
を
負
わ
な
い
人
問
を
利
用
し
て
も
、
自
己
の
動
作
で
あ
る
こ
と
に
妨
げ
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
魂
あ
る
道
具

（
げ
窃
。
3
窃
乏
巽
ζ
。
£
）
は
、
法
的
に
考
察
す
る
と
、
魂
の
な
い
道
具
と
異
る
も
の
で
は
な
く
、
從
つ
て
、
や
は
り
輩
的
に
「
道
具
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
』
と
彼
は
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
自
己
の
動
作
に
よ
る
法
定
構
成
要
件
の
充
足
』
と
い
う
こ
と
の
中

に
、
『
法
律
上
の
理
由
か
ら
正
犯
者
た
り
え
な
い
人
問
』
を
利
用
し
た
場
合
を
含
ま
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
間
接
正
犯
に
到
す

る
法
的
取
扱
い
を
直
接
正
犯
と
同
一
な
ら
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
上
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
、

問
接
正
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
の
に
、
い
わ
ゆ
る
道
具
理
論
（
≦
①
蒔
器
轟
ω
魯
8
膏
）
を
も
つ
て
し
た
。
否
、
彼
こ
そ
が
、
道
具
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

論
を
と
る
代
表
的
な
學
者
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
彼
の
間
接
正
犯
論
の
輪
郭
が
明
ら
か
と
な
つ
た
。

　
（
一
）
言
国
竃
醸
9
u
霞
箋
α
Q
Φ
霧
5
。
↓
①
一
一
（
一
窃
集
婁
ω
。
｝
・
①
昌
○。
酢
同
m
｛
§
募
し
2
9
も0
9
鴇
①
，

　
（
二
）
　
ζ
’
φ
ζ
2
Φ
さ
p
，
餌
。
ρ

　
（
三
）
　
冒
●
中
ζ
揖
R
）
卑
p
O
■
ψ
零
9

　
（
四
）
　
竃
。
中
蜜
避
g
騨
四
■
ρ

　
（
五
）
　
植
田
、
共
犯
の
基
本
問
題
、
九
頁
、
大
塚
仁
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
（
一
×
昭
和
二
八
年
）
刑
法
雑
誌
四
巻
二
號
二
九
頁
。

　
ニ
　
マ
イ
ヤ
ー
が
、
法
律
上
の
理
由
か
ら
正
犯
者
た
り
え
な
い
人
問
を
し
て
あ
る
法
定
構
成
要
件
を
實
現
せ
し
め
た
者
を
問
接
正
犯
者

と
呼
び
、
正
犯
者
と
し
て
庭
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
問
接
正

犯
概
念
の
限
界
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
間
接
正
犯
の
成
立
は
、
被
利
用
者
が
『
法
律
上
の
理
由
か
ら
正
犯
者
た

9
え
な
い
人
周
』
で
あ
る
か
否
か
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
こ
の
『
法
律
上
の
理
由
か
ら
正
犯
者
た
り
え
な



い
人
問
』
を
二
種
に
大
別
し
、
從
つ
て
問
接
正
犯
の
成
立
す
る
場
合
を
（
イ
）
『
絶
封
的
に
責
任
を
負
わ
な
い
者
（
号
の
。
巨
d
暑
。
琵
学

≦
〇
三
8
ぼ
）
』
を
利
用
す
る
場
合
と
、
（
ロ
）
『
法
律
上
の
理
由
か
ら
正
犯
者
と
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
（
三
。
讐
巴
。
D
↓
讐
霞
く
段
き
署
o
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二

浮
ゲ
）
者
』
を
利
用
す
る
場
合
と
に
分
類
し
た
。
こ
の
よ
う
に
問
接
正
犯
の
成
立
す
る
場
合
を
異
つ
た
二
つ
の
類
型
に
大
別
し
た
の
は
、
お

そ
ら
く
は
こ
の
爾
者
の
場
合
で
被
利
用
者
の
道
具
た
る
の
性
格
が
異
る
こ
と
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
彼
は
、
後
者
を

さ
ら
に
分
類
し
て
、
被
利
用
者
が
『
身
分
な
き
道
具
』
で
あ
る
場
合
、
『
故
意
に
犯
さ
な
け
れ
ば
蹄
責
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
爲
を
過
失

で
實
行
し
た
た
め
に
道
具
と
な
る
場
合
』
、
『
い
わ
ゆ
る
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具
で
あ
る
場
合
』
の
三
者
と
す
る
。
以
下
、
前
者
の
場
合

か
ら
順
亥
に
、
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
問
接
正
犯
の
成
立
範
園
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
は
、
マ
イ
ゼ
可
の
い
う
『
絶
封
的
に
責
任
を
負
わ
な
い
者
』
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
絶
封
的
に
責
任
を
負
わ
な

い
者
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
罰
的
行
爲
の
場
合
に
共
通
に
、
一
般
的
に
責
任
を
負
う
こ
と
の
な
い
人
問
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
從

つ
て
、
あ
る
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
正
犯
者
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
い
者
は
、
こ
れ
か
ら
除
か
れ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
が
こ
の
よ
う
な
人
間

に
つ
い
て
い
か
な
る
要
件
を
豫
想
し
て
い
た
か
は
、
彼
が
有
責
性
一
般
に
つ
い
て
い
か
な
る
標
識
を
考
え
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
イ
）
第
一
は
編
責
能
力
（
N
霞
9
ぎ
毒
α
q
。
。
㌶
ビ
α
Q
ぎ
ε
　
で
あ
る
。
反
封
概
念
と
し
て
の
腸
責
無
能
力
を
法
規
に
從
つ
て
示
せ
ば
、
そ
の

範
團
も
明
ら
か
に
な
つ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
當
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
露
責
無
能
力
性
は
、
精
神
の
障
碍
に
も
と
づ
く
場
合

ー
自
由
な
る
意
思
決
定
を
排
除
す
る
意
識
喪
失
（
評
巧
諾
毘
o
藷
ぎ
ε
お
よ
び
精
神
作
用
の
病
的
障
害
（
ζ
き
浮
聾
①
ω
＆
簿
認
儀
R

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
二
）

O
．
糞
。
器
凝
浮
ε
ー
と
精
神
上
の
獲
育
不
完
全
に
よ
る
場
合
　
　
十
八
歳
未
満
、
瘤
唖
ー
－
に
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
（
ロ
）

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
　
（
一
九
五
）



　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
　
（
一
九
六
）

第
二
は
責
任
（
ω
。
ビ
5
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
耳
は
、
責
任
を
倫
理
的
要
素
と
心
理
的
要
素
と
に
分
ち
、
倫
理
的
要
素
を
義
務
違
反
の
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

お
よ
び
そ
の
可
能
性
と
し
、
心
理
的
要
素
は
こ
れ
を
責
任
形
式
た
る
故
意
お
よ
び
過
失
と
す
る
。
（
ハ
）
第
三
は
冤
責
事
由
（
国
巨
零
ξ
姦
・

ひQ

§
鵯
α
Q
歪
巳
）
の
不
存
在
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
免
責
事
由
を
適
法
化
事
由
（
菊
。
魯
薮
註
讐
鑛
ω
α
q
讐
＆
）
と
並
べ
て
、
刑
罰
阻
却
事

由
（
ω
3
｛
雲
ω
ω
島
ぽ
器
琶
α
Q
ω
讐
§
傷
）
と
し
て
把
握
す
る
が
、
そ
の
實
質
は
、
や
は
り
、
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
、
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

に
該
當
し
且
つ
違
法
な
出
來
事
が
行
爲
者
に
蹄
責
さ
れ
る
と
い
う
假
定
を
妨
げ
る
事
由
で
あ
る
。
緊
急
状
態
、
彊
制
、
上
官
の
違
法
命
令

　
　
　
　
（
六
）

が
こ
れ
に
當
る
。
菟
責
事
由
に
該
當
す
る
状
態
に
あ
る
者
は
、
や
は
り
責
任
を
負
わ
な
い
者
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
『
冤
責
事
由
は
、
全
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

普
通
の
責
任
條
件
の
牛
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
』
。

　
か
く
て
、
マ
イ
ヤ
ー
の
い
う
『
絶
封
に
責
任
を
負
わ
な
い
者
』
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
、
編
責
無
能
力
、
責
任
の
不
存

在
、
冤
責
事
由
に
該
當
す
る
欺
態
の
存
在
と
い
う
三
箇
の
事
情
の
う
ち
、
一
箇
以
上
を
有
し
て
い
る
行
爲
者
を
い
う
の
で
あ
つ
た
。
こ
の

よ
う
な
者
の
利
用
に
つ
い
て
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
、
あ
ま
り
雫
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
者
の
道
具
性
が
、
從
つ
て

そ
の
利
用
者
の
正
犯
性
が
、
ほ
ぼ
自
明
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
責
任
無
能
力
者
を
利
用
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
近
年
、
部
分
的
な
批
到
が
あ
り
、
是
非
の
辮
別
力
あ
る
責
任
無
能
力
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
否
認
す
る
學
読
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

じ
た
こ
と
は
、
注
目
に
償
す
る
。
同
様
な
こ
と
は
、
ま
た
、
冤
責
事
由
の
存
在
す
る
者
を
利
用
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

（（
））

鼠
●
中
ζ
塁
R
）
勲
黛
O
じ
¢
ω
謡
隔
●

ζ
’
国
，
ζ
亀
R
鳩
騨
勲
ρ
の
8
Q
o
中



　　　　ハ　　　　　ハ
八七六五四三）　）　）　）　）　）総

論
講
義

ζ
。
蝉
鼠
昌
霞
Ψ
勲
9。●

鼠
．
国
．
ζ
伽
望
o
斜
勲
勲

鼠
’
中
ピ
即
蜜
Φ
さ
野
餌
・

一
≦
。
閃
。
ζ
餌
『
o
斜
騨
黛

竃
，
φ
ζ
卑
鴇
①
が
餌
●
撃

例
え
ぱ
、
小
野
清
一
郎
、

　
　
（
昭
和
二
七
年
）

ρ
φ
認
ぴ
参
照
。

○
・
Go
。
b
⊃
ω
QQ
。

O
■
Oa
’
N
刈
ド

O
。
ω
。
ω
O
O
中

○
’
ω
。
鱒
刈
ω
●

新
訂
刑
法
講
義
総
論

一
五
二
頁
。

（
昭
和
二
七
年
）
一
〇
六
頁
、
植
田
、
共
犯
の
基
本
問
題
、
九
六
頁
以
下
、
李
場
安
治
、
刑
法

　
三
　
次
は
、
『
法
律
上
の
理
由
か
ら
正
犯
者
と
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
者
』
を
利
用
し
た
場
合
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
『
問
接

正
犯
の
個
々
の
場
合
は
、
實
行
者
を
道
具
と
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
事
由
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
』
の
で
あ
る
が
、
『
こ
の
實
行
者
が
正
犯
た

り
え
な
い
根
擦
は
、
あ
る
い
は
實
行
者
が
正
犯
の
範
園
に
關
す
る
態
様
的
な
（
旨
o
匿
一
。
）
制
約
を
充
足
せ
ず
、
從
つ
て
實
行
行
爲
を
な
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
定
構
成
要
件
を
充
足
し
な
か
つ
た
と
い
う
鮎
に
あ
り
、
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
責
任
が
欲
け
て
い
た
か
ー
こ
れ
に

と
く
に
あ
て
は
ま
る
の
は
、
中
問
者
が
冤
責
事
由
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
ー
ど
う
か
と
か
、
當
該
事
案
に
つ
い
て
前
提
條

件
と
さ
れ
て
い
る
責
任
が
な
か
つ
た
か
ど
う
か
な
ど
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
有
責
に
行
爲
す
る
能
力
も
し
く
は
責
任
そ
の
も
の
が
阻
却
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

れ
る
と
い
う
黙
に
あ
る
』
。
そ
れ
故
、
次
に
あ
げ
る
三
箇
の
間
接
正
犯
と
す
べ
き
場
合
が
さ
ら
に
生
じ
て
く
る
、
と
マ
イ
ヤ
ー
は
説
く
。

　
（
一
）
　
第
一
は
、
『
身
分
な
き
道
具
』
を
利
用
す
る
場
合
、
い
い
か
え
れ
ぱ
、
身
分
犯
に
つ
い
て
『
身
分
者
が
非
身
分
者
』
を
利
用
す
る

場
含
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
問
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
關
連
し
て
、
逆
に
『
非
身
分
者
が
身

分
者
』
を
利
用
し
て
身
分
犯
を
犯
さ
せ
る
場
合
に
言
及
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
問
接
正
犯
の
成
立
を
否
認
し
て
い
る
。
彼
は
い
う
崎
あ
る

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
　
（
一
九
七
）



　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
　
（
一
九
八
）

可
罰
的
行
爲
の
主
艦
が
態
様
的
に
特
定
し
て
い
る
場
含
、
問
接
正
犯
た
り
う
る
の
は
、
態
様
的
に
特
定
し
て
い
る
瓢
を
充
足
し
た
者
に
限

ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
公
務
員
は
、
こ
の
場
合
責
任
な
き
道
具
あ
る
い
は
故
意
あ
る
道
具
で
あ
る
非
公
務
員
を
利
用
し
て
眞
正
の
公
務
員
犯

罪
を
犯
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
非
公
務
員
は
、
直
接
に
は
も
ち
ろ
ん
、
公
務
員
の
仲
介
的
動
作
を
通
し
て
も
、
正
犯
た
る
こ
と
を

　
　
（
二
）

え
な
い
』
と
。

　
（
1
）
　
ま
ず
、
身
分
者
が
非
身
分
者
を
利
用
し
て
身
分
犯
を
犯
す
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
二
つ
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
、
右
に
マ

イ
ヤ
ー
の
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
（
イ
）
身
分
者
が
責
任
な
き
非
身
分
者
を
利
用
す
る
場
合
は
、
一
般
的
な
犯
罪
に
つ
い
て
責
任
な
き

者
を
利
用
す
る
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
從
つ
て
前
述
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
。
（
ロ
）
と
こ
ろ
が
、
身
分
者
が
責
任
能
力
あ
り
故
意
あ
る
非

身
分
者
を
利
用
し
で
身
分
犯
を
犯
さ
せ
た
場
合
に
問
接
正
犯
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
從
來
論
雫
が
断
え
ず
、
い
ま
だ
に
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

定
的
な
解
決
が
與
え
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
（
2
巴
臨
ざ
ぎ
匿
8
霧
儀
o
一
8
8
薫
。
降
器
廊
）

の
問
題
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
論
に
も
と
づ
く
共
犯
論
、
す
な
わ
ち
形
式
的
客
翻
説
に
よ
れ
ぱ
、
共
犯
の
成
立
は
正
犯
の
構
成
要
件
充
足

性
を
最
低
限
度
の
必
要
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
身
分
犯
に
お
け
る
非
身
分
者
の
行
爲
は
、
身
分
と
い
う
客
翻
的
構
成
要
件
要
素
を
鉄
く
か

ら
、
共
犯
の
成
立
に
要
求
さ
れ
る
正
犯
行
爲
た
り
え
な
い
。
從
つ
て
、
非
身
分
者
を
し
て
身
分
犯
を
實
行
せ
し
め
る
身
分
者
の
行
爲
は
、

教
唆
犯
で
は
あ
り
え
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、
論
理
一
貫
し
て
、
こ
の
場
合
に
教
唆
犯
の
成

立
を
否
認
し
、
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
す
る
場
合
は
、
は
た
し

て
『
道
具
を
使
用
す
る
』
こ
と
の
中
に
包
含
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
黙
に
關
し
て
疑
問
を
抱
い
て
い



廼
マ
イ
ヤ
あ
・
共
犯
論
纂
け
る
形
式
的
客
製
商
接
正
犯
論
に
存
る
登
ハ
理
論
を
塩
て
し
て
は
、
あ
場
含
の
利
用
謙

可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
次
は
、
非
身
分
者
が
身
分
者
を
利
用
し
て
身
分
犯
を
犯
さ
し
め
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
被
利
用
者
た
る
身
分
者
が
責
任

あ
る
場
合
と
責
佃
な
い
場
合
と
に
分
け
ら
れ
る
。
（
イ
）
身
分
者
に
責
任
能
力
あ
り
故
意
あ
る
場
合
に
關
し
て
は
、
非
身
分
者
た
る
利
用
者

に
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
が
國
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
案
に
封
し
て
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
規
定
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

あ
り
（
刑
法
第
六
五
條
第
一
項
）
、
い
か
な
る
學
読
も
、
こ
の
黙
で
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
非
身
分
者
に
は
、

共
同
正
犯
の
責
任
を
負
わ
せ
て
し
か
る
べ
き
場
合
が
多
い
と
思
う
。
私
は
、
第
六
五
條
第
一
項
の
規
定
を
共
同
正
犯
の
場
合
に
も
適
用
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

こ
れ
に
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
だ
と
信
ず
る
の
で
あ
る
が
、
正
犯
に
つ
い
て
一
切
の
構
成
要
件
要
素
の
具
備
を
要
求
す

る
形
式
的
客
観
読
に
從
え
ば
、
こ
の
結
論
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
（
ロ
）
身
分
者
に
責
任
能
力
が
な
い
か
、
あ
る
い
は
故
意
の
な
い

場
合
に
關
し
て
は
、
雫
い
が
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
卒
直
に
不
可
罰
な
も
の
と
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
利
用
者
た
る

非
身
分
者
に
つ
い
て
（
間
接
）
正
犯
の
成
立
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
お
そ
ら
く
は
、
形
式
的
客
齪
説
の
要
請
に
も
と
づ
く
蹄

結
で
あ
ろ
う
．
わ
が
國
に
蓼
て
、
あ
考
奪
案
蜀
し
間
接
正
犯
が
成
辛
る
か
ど
う
倉
、
刑
法
第
五
七
霧
縫
を
め
ぐ

つ
て
、
は
げ
し
垂
わ
染
．
結
論
と
し
て
は
、
こ
の
間
題
を
消
極
に
解
す
る
學
説
の
方
が
優
勢
で
あ
つ
た
と
思
究
る
．
た
だ
し
、
（
仮

こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
マ
イ
ヤ
ー
を
忠
實
に
組
述
さ
れ
た
瀧
川
博
士
が
、
當
時
、
こ
の
黙
に
關
し
、
積
極
説
を
是
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
博
士
の
立
場
か
ら
こ
の
見
解
が
可
能
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
い
を
持
つ
。

　
　
（
一
）
　
ζ
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（
三
）
　
ド
イ
ッ
に
お
け
る
學
読
の
多
く
は
、
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
且
ハ
を
利
用
す
る
者
を
も
つ
て
、
問
接
正
犯
者
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
囚
α
三
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お
い
て
は
、
例
え
ば
、
大
場
茂
馬
、
刑
法
総
論
下
巻
（
大
正
七
年
）
一
〇
二
〇
頁
以
下
、
安
李
政
吉
、
改
正
刑
法
総
論
（
昭
和
二
三
年
）
三
四
五
頁

以
下
、
小
野
清
一
郎
、
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
、
六
六
頁
、
一
一
八
頁
、
瀧
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
読
、
二
二
二
頁
、
團
藤
重
光
、
刑
法
改
訂
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（
昭
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一
頁
、
佐
伯
千
倣
、
刑
法
総
論
（
昭
和
一
九
年
）
三
五
一
頁
註
一
、
同
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
八
一
頁
以
下
、
草
野
豹
一
郎
、
共
犯
の
濁

　
立
性
（
貼
和
二
五
年
）
『
刑
法
改
正
上
の
重
要
問
題
』
二
八
三
頁
註
六
五
、
井
上
正
治
、
刑
法
學
総
則
（
昭
和
二
六
年
）
二
二
〇
頁
以
下
、
植
田
、
前

掲
八
九
頁
以
下
。
茅
、
の
他
の
交
献
に
つ
い
て
は
、
大
塚
、
故
意
あ
る
道
具
、
上
掲
参
照
。

〆
四
）
　
後
段
一
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（
五
）
　
小
野
慶
二
、
共
犯
と
身
分
（
昭
和
二
七
年
）
『
刑
事
法
講
座
』
三
巻
四
八
六
頁
参
照
。

（
六
）
　
同
趣
旨
、
齊
藤
、
共
犯
理
論
の
研
究
、
一
九
二
頁
以
下
。

（
七
）
　
齊
藤
金
作
、
刑
法
各
論
改
訂
版
（
昭
型
一
二
年
）
一
四
八
頁
参
照
。
私
は
、
一
五
七
條
の
規
定
が
一
五
六
條
の
問
接
正
犯
の
う
ち
特
定
の
方
法

　
に
よ
る
行
爲
の
み
を
抽
出
し
、
こ
れ
に
樹
し
て
輕
い
刑
を
豫
告
し
て
い
る
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
一
五
七
條
に
も
れ
た
行
爲
を
す
べ
て
一
五
六
條
の
問

　
接
正
犯
と
し
て
慮
罰
す
る
こ
と
に
は
異
議
か
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
は
、
非
身
分
者
に
よ
る
身
分
犯
の
問
接
正
犯
の
可
能
性
を
否
認
す
る
も
の

　
で
は
な
い
。



（
さ
　
瀧
川
幸
辰
、
刑
法
第
百
五
十
六
條
の
罪
と
問
接
正
犯
へ
昭
和
一
二
年
）
『
刑
事
法
到
決
批
評
』
二
巻
一
三
五
頁
。

　
（
二
）
　
第
二
は
、
『
中
問
者
が
、
故
意
に
犯
さ
な
け
れ
ば
鯖
責
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
爲
を
過
失
で
實
行
し
た
た
め
に
道
具
と
な
る
場

合
』
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
故
意
に
犯
さ
な
け
れ
ば
婦
責
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
爲
』
と
は
、
お
そ
ら
く
は
、
過
失
で
犯
す
こ
と
は
で
き

て
も
過
失
で
は
慮
罰
さ
れ
な
い
行
爲
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ッ
刑
法
は
、
故
意
に
犯
し
た
場
合
の
み
を
慮
罰
す
る
む
ね
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

明
言
あ
る
規
定
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
一
三
六
條
の
封
印
破
棄
罪
、
第
三
〇
三
條
の
器
物
損
壌
罪
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
封
印

破
棄
、
器
物
損
壊
と
い
う
行
爲
自
艦
は
、
そ
の
本
質
上
、
過
失
で
犯
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
述
の
規
定
が

故
意
で
犯
し
た
場
含
の
み
を
庭
罰
の
前
提
と
す
る
以
上
、
こ
れ
ら
過
失
の
封
印
破
棄
、
過
失
の
器
物
損
壊
な
ど
の
行
爲
は
庭
罰
の
封
象
と

な
ら
ず
、
そ
の
行
爲
者
は
正
犯
者
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
イ
ヤ
τ
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
行
爲
を
豫

想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
過
失
で
行
爲
す
る
者
を
利
用
し
た
場
合
の
問
接
正
犯
の
成
否
、
い
い
か
え
れ
ば
過
失
行
爲
者
の
道
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

性
に
關
し
て
は
、
そ
れ
自
髄
に
若
干
箏
い
が
あ
る
が
、
私
は
、
こ
の
場
合
に
問
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
正
し
い
と
考
え
た
い
。

從
つ
て
、
マ
イ
ヤ
ー
が
こ
れ
を
認
め
た
の
も
、
一
慮
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
右
と
は
異
つ
て
、
正
犯
者
と
し
て
慮
罰
さ
れ

う
る
過
失
行
爲
者
、
す
な
わ
ち
、
過
失
で
犯
し
て
も
慮
罰
さ
れ
る
む
ね
の
規
定
あ
る
行
爲
（
例
え
ば
過
失
致
死
）
の
行
爲
者
を
利
用
し
た

場
合
に
つ
い
て
、
マ
イ
ヤ
ー
は
い
か
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
何
等
鰯
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

（
一
）
　
『
官
聴
又
は
官
吏
が
物
を
封
繊
し
、
特
記
し
又
は
差
押
え
る
た
め
に
施
し
た
官
の
封
印
を
、
灌
限
な
く
し
て
故
意
に
破
り
開
き
、
取
む
離
し
若

し
く
は
殿
損
し
、
又
は
か
よ
う
な
劃
印
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
官
の
封
繊
の
効
力
を
失
わ
せ
る
者
は
、
六
ケ
月
以
下
の
輕
懲
役
又
は
罰
金
を
も
つ
て
罰
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二
〇
一
　
（
二
〇
一
）



　
構
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件
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正
犯

す
る
』
。

（
二
）
　
（
第
一
項
）
『
故
意
に
、

（
三
）
　
植
田
、
前
掲
九
五
頁
。

二
〇
二
　
（
二
〇
二
）

且
つ
違
法
に
他
人
の
物
を
殿
損
し
叉
は
破
棄
す
る
者
は
、
罰
金
又
は
二
年
以
下
の
輕
懲
役
を
も
つ
て
罰
す
る
』
。
（
後
略
）

　
（
三
）
　
第
三
は
、
い
わ
ゆ
る
『
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具
（
9
。
げ
㎝
一
9
邑
8
窃
＆
一
8
霧
≦
9
犀
器
鑛
）
』
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ

の
瓢
に
關
し
、
彼
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
『
中
問
者
が
、
故
意
は
持
つ
て
い
た
け
れ
ど
も
當
該
犯
罪
に
重
要
な
故
意
は
持
た
ず
に
あ
る
犯
罪

を
成
立
さ
せ
た
た
め
道
具
と
な
る
場
合
、
中
間
者
は
故
意
あ
る
道
具
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
從
犯
の
故
を

も
つ
て
庭
罰
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
領
域
は
、
法
規
が
正
犯
者
を
特
徴
づ
け
る
の
に
（
も
し
そ
う
い
つ
て
よ

い
の
な
ら
）
複
雑
な
故
意
（
ざ
目
忌
N
鐸
§
く
o
お
讐
N
）
、
と
く
に
一
定
の
目
的
（
＞
げ
。
。
ぎ
巨
）
を
持
つ
て
い
る
と
こ
ろ
に
求
む
べ
き
で
あ

る
。
（
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
に
よ
つ
て
）
例
を
あ
げ
れ
ば
、
農
夫
の
い
い
つ
け
で
、
下
男
が
、
他
人
の
に
わ
と
り
を
そ
の
農
夫
の
家
の
庭
に
追
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

こ
ん
だ
。
こ
の
下
男
に
は
、
他
人
の
物
を
違
法
に
領
得
す
る
意
圖
が
な
か
つ
た
。
下
男
は
故
意
あ
る
道
具
で
あ
り
、
盗
人
は
農
夫
で
あ
る
』
。

以
上
か
ら
、
こ
の
黙
に
關
し
マ
イ
ヤ
ー
の
意
圖
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
彼
は
、
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具
の
利
用
の

場
合
を
す
べ
て
問
接
正
犯
と
み
る
こ
と
に
封
し
、
あ
る
留
保
を
付
し
て
い
う
、
『
こ
の
よ
う
な
場
合
を
誤
つ
て
一
般
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に

封
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
用
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
人
の
た
め
に
窃
盗
を
な
し
、
從
つ
て
最
初
か
ら
盗
品
を
そ
の
他
人
に
交
付
す

る
目
的
を
持
っ
て
い
た
者
で
も
、
奪
取
の
際
に
は
、
ま
ず
自
己
の
た
め
に
領
得
し
よ
う
と
い
う
意
圖
に
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼

は
、
事
後
た
だ
ち
に
贈
與
し
、
交
換
し
、
責
却
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
物
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
彼
は
、
故
意
あ
る

道
具
で
は
な
く
、
正
犯
者
で
あ
る
。
故
意
あ
る
道
具
と
な
る
場
合
で
あ
る
か
正
犯
者
と
な
る
場
合
で
あ
る
か
は
、
純
然
た
る
事
實
問
題
で



　
（
二
）

あ
る
』
。

　
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具
の
概
念
は
、
後
に
、
メ
ツ
ガ
ー
が
、
構
成
要
件
の
詳
細
な
分
析
を
企
て
、
行
爲
者
の
故
意
を
超
過
す
る
目
的

（
》
げ
昏
霧
）
を
主
翻
的
違
法
要
素
の
一
と
し
て
際
立
て
て
以
來
、
と
く
に
強
く
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
イ
ヤ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

－
も
、
す
で
に
構
成
要
件
に
主
翻
的
要
素
の
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
か
ら
、
目
的
な
き
故
意
あ
る
實
行
行
爲
に
つ
い
て
構
成
要
件
該
當

性
を
否
認
す
る
結
論
に
到
達
し
た
。
從
つ
て
、
マ
イ
ヤ
ー
が
こ
の
よ
う
な
行
爲
者
を
『
正
犯
者
と
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
者
』
の
中
に

包
撮
し
、
こ
れ
を
利
用
し
た
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
を
認
め
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
當
然
な
露
結
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
つ
と
も
、

目
的
な
き
故
意
あ
る
行
爲
者
が
構
成
要
件
該
當
性
を
訣
く
と
こ
ろ
か
ら
直
ち
に
そ
の
よ
う
な
行
爲
者
の
道
具
性
を
導
き
出
す
こ
と
に
封
し

て
は
異
論
が
あ
る
が
、
こ
の
黙
は
、
後
日
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（（（
）））

寂
。
中
竃
亀
o
び
勲
暫
●
ρ
¢
Go
刈
O
●

ピ
。
φ
竃
塁
o
が
勲
騨
ρ
ω
●
零
O
｛
●

7
一
弊
竃
身
o
斜
鋳
騨
ρ
ψ
一
留
融
・

　
四
　
以
上
は
、
マ
イ
ヤ
ー
の
理
論
に
お
い
て
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
積
極
的
な
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
か
ら
み
れ
ば
、
マ
イ
ヤ

ー
に
お
け
る
、
被
利
用
者
の
道
具
性
の
立
謹
で
あ
り
、
他
方
か
ら
み
れ
ば
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
を
、
い
わ
ば
非
共
犯
性
と
い
う
翻
黙
か

ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
間
接
正
犯
の
成
立
範
園
に
關
し
あ
と
に
残
つ
て
い
る
問
題
は
、
間
接
正
犯
は
直
接
正
犯
よ
り
廣

い
範
園
に
わ
た
つ
て
成
立
し
う
る
か
の
黙
と
、
間
接
正
犯
は
直
接
正
犯
よ
り
狡
い
範
園
で
成
立
す
る
も
の
か
の
黙
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
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四
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第
一
の
黙
に
關
し
て
は
、
『
責
を
負
う
べ
き
仲
介
者
の
あ
る
こ
と
を
前
提
條
件
と
し
な
け
れ
ぼ
行
爲
が
幕
助
と
な
ら
な
い
場
合
』
を
、
第
二

の
黙
に
關
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
『
自
己
の
手
に
よ
る
犯
罪
（
。
一
α
Q
窪
薮
泣
蒔
＄
U
象
『
）
の
場
合
』
を
問
題
と
し
た
。

　
第
一
の
場
合
に
つ
い
て
、
彼
は
説
く
、
『
責
を
負
う
べ
き
仲
介
者
の
あ
る
こ
と
を
前
提
條
件
と
し
な
け
れ
ば
行
爲
が
幕
助
と
な
ら
な
い
よ

う
な
場
合
、
そ
の
行
爲
は
正
犯
行
爲
で
は
な
く
、
從
つ
て
、
仲
介
者
が
無
答
責
で
あ
つ
て
も
、
や
は
り
正
犯
者
行
爲
た
り
え
な
い
。
こ
の

よ
う
な
事
情
が
、
ど
う
し
て
法
規
の
定
め
た
正
犯
と
從
犯
と
の
匠
別
を
無
に
錨
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
か
。
そ
れ
故
、
例
え
ば
、
場

所
に
關
し
て
指
示
を
與
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
刑
事
未
成
年
者
の
窃
盗
を
幣
助
し
た
に
す
ぎ
な
い
刑
事
成
年
者
は
、
間
接
正
犯
者
で

　
　
（
一
）

は
な
い
』
と
。
し
か
し
、
以
上
の
法
則
は
、
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
教
唆
犯
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
教
唆
犯
の
場
合

に
は
、
む
し
ろ
、
逆
に
、
『
責
を
負
う
べ
き
仲
介
者
の
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
教
唆
と
は
な
ら
な
い
よ
う
な
行
爲
は
、
仲
介
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

彼
自
身
の
動
作
が
露
責
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
問
接
正
犯
で
あ
る
』
と
い
う
命
題
が
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
同
じ
共
犯
で
あ
り
な
が
ら
、
從
犯
の
場
合
と
教
唆
犯
の
場
合
と
で
は
、
何
故
に
こ
の
よ
う
な
法
的
取
扱
い
の
相
蓮
が
で
て
く

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ぼ
、
こ
の
相
違
が
生
ず
る
の
は
、
『
問
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
で
は
、
因
果
關
係
の
構
造
と
い
う
黙
か

ら
み
る
と
一
致
し
て
い
る
』
の
に
反
し
、
問
接
正
犯
と
從
犯
と
で
は
因
果
關
係
の
構
造
を
異
に
す
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
問
接
正

犯
と
教
唆
犯
と
は
、
『
共
に
實
行
の
誘
起
（
＜
巽
き
一
霧
。
・
毒
α
q
α
巽
》
窃
囑
暮
ぼ
琶
α
q
）
で
あ
り
、
爾
者
は
共
に
法
規
の
用
い
て
い
な
い
起
因
者

9
ぼ
ぼ
§
訂
ε
と
い
う
概
へ
・
心
に
あ
て
は
ま
る
』
の
に
反
し
、
從
犯
は
こ
れ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て

　
へ
三
）

い
る
。
だ
が
、
因
果
的
思
想
を
否
認
し
、
實
質
的
客
齪
説
を
棄
て
て
形
式
的
客
翻
説
に
投
じ
た
マ
イ
ヤ
τ
自
身
の
口
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

癌
別
の
理
由
づ
け
を
聞
く
こ
と
は
、
不
可
解
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は
、
刑
罰
櫃
張
原
因
相
互
の
間
、
さ
ら
に
は
實
行
と
帯
助
と
の



問
の
因
果
的
差
異
を
も
承
認
す
る
見
解
に
ま
で
立
ち
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
本
來
の
立
場
よ
り
す
れ
ぼ
、
（
問

接
）
正
犯
、
教
唆
犯
、
從
犯
相
互
問
の
匠
別
は
、
唯
一
、
法
定
構
成
要
件
な
ら
び
に
刑
罰
櫃
張
原
因
に
記
述
さ
れ
た
各
概
念
要
素
の
解
繹

に
も
と
づ
く
低
か
は
な
い
と
思
う
。

　
亥
は
、
問
接
正
犯
の
成
立
を
排
除
す
る
第
二
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
『
自
己
の
手
に
よ
る
犯
罪
』
の
場
合
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ

ー
は
、
以
上
第
一
の
場
合
に
つ
い
て
問
接
正
犯
の
成
立
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
問
接
正
犯
は
直
接
正
犯
よ
り
廣
い
範
園
に
わ
た

つ
て
成
立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
と
説
く
。
し
か
ら
ば
、
亥
に
、
『
問
接
正
犯
は
直
接
正
犯
と
範
園
を
同
じ
く
す
る
も
の
で

あ
る
か
狭
い
範
園
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
』
。
こ
れ
が
自
己
の
手
に
ょ
る
犯
罪
に
關
す
る
問
題
で
あ
つ
て
、
彼
は
こ
の
場

合
に
間
接
正
犯
の
成
立
を
否
認
し
、
次
の
よ
う
に
説
く
、
『
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
が
、
間
接
に
犯
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
問
接
正
犯
の
事
實
的
な
特
性
が
も
の
を
い
う
。
何
故
な
ら
、
道
具
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
充
足
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
構
成
要
件
渉
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
責
任
な
き
者
を
し
て
あ
る
眞
實
な
ら
ざ
る
こ
と
を
宣
誓
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
、
自

ら
儒
誓
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
仲
介
者
を
通
し
て
姦
通
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
脱
走
兵
は
「
自
分
の
足
で
逃
げ
」
（
ビ
ン
デ

ィ
ン
グ
）
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪
の
特
徴
的
な
標
識
を
と
ら
え
て
こ
れ
ら
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
上
げ
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
不
必
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
間
接
正
犯
に
事
實
的
な
面
か
ら
限
界
を
付
す
る
こ
と
以
外
に
問
題
は
な
い
か
ら

　
　
（
四
）

で
あ
る
」
」
と
。

　
い
わ
ゆ
る
自
己
の
手
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
問
接
正
犯
が
成
立
す
る
か
否
か
は
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
こ
の
問
題
を
提
出
し
て
以
來
、
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

げ
し
く
孚
わ
れ
て
今
な
お
統
一
し
た
結
論
に
到
達
し
て
い
な
い
。
今
こ
の
間
題
の
論
黙
を
究
明
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
二
黙
に
集
約
さ

　
　
　
構
成
要
件
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澗
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二
〇
五
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二
〇
五
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二
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六
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れ
う
る
と
思
う
。
第
一
は
、
物
理
的
身
騰
的
な
理
由
か
ら
、
自
己
の
手
に
よ
る
犯
罪
の
實
行
そ
の
も
の
の
不
代
替
性
を
主
張
す
る
こ
と
の

嘗
否
で
あ
り
、
第
二
は
、
法
律
的
な
理
由
か
ら
、
自
己
の
手
に
よ
る
犯
罪
を
（
間
接
に
）
實
行
し
た
者
の
不
庭
罰
を
主
張
す
る
こ
と
の
嘗

否
で
あ
る
。
本
來
、
自
己
の
手
に
よ
る
犯
罪
の
問
題
は
、
第
一
の
論
黙
か
ら
出
獲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
構
成
要
件
の
償
値
的
目
的

論
的
解
繹
が
漸
次
浸
透
し
て
き
た
現
在
に
あ
つ
て
は
、
問
題
は
、
む
し
ろ
、
第
二
の
論
黙
に
移
行
し
た
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
今
こ
こ
に
、
こ
の
よ
う
な
麟
黙
か
ら
マ
イ
ヤ
ー
の
主
張
を
考
察
し
て
み
る
と
、
問
題
は
第
一
の
論
馳
か
ら
提
起
さ
れ
、

そ
の
上
で
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
軍
に
物
理
的
身
禮
的
な
理
由
か
ら
他
人
に
よ
つ
て
は
犯
さ
れ
え
な
い
と

い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
齪
念
上
考
え
ら
れ
る
こ
の
種
の
犯
罪
の
間
接
正
犯
を
す
べ
て
無
罪
の
ま
ま
に
放
置
し
て
お
く
こ
と
が
、
は
た

し
て
正
義
の
要
求
に
慮
じ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
い
に
疑
問
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
間
題
は
、
第
二
の
論
驕
の
下
に
立

つ
て
自
己
の
手
に
よ
る
犯
罪
の
範
園
を
ど
の
程
度
ま
で
に
限
定
す
べ
き
か
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
と
は
反
封
に
、
こ
の
種
の
犯
罪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

一
つ
の
グ
ル
τ
プ
に
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
こ
そ
肝
要
で
あ
る
と
思
う
。
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（
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自
己
の
手
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
問
接
正
犯
を
認
め
る
の
は
、
例
え
ば
、
置
ω
夢
写
ぼ
ぎ
魯
留
ψ
U
o
暮
ω
魯
窪
ω
藍
｛
器
3
鼻
鐸
＼
旨
》
鐸
戸

　
一
〇
這
り
ψ
N
8
》
昌
き
qo
一
＞
＝
協
o
こ
》
い
①
ぼ
げ
仁
魯
伽
3
U
o
暮
m
魯
窪
ω
一
冨
等
Φ
魯
置
Q
。
・
諺
島
‘
一
器
炉
QD
。
曽
q
》
β
5
9
宰
9。
嘗
Ψ
U
器
ω
一
壁
飼
Φ
－

器
訂
ぎ
昌
｛
驚
計
の
U
窪
§
ぽ
肉
色
。
F
§
》
賃
F
一
旨
ρ
ψ
呂
9
頸
箸
無
O
。
暮
の
魯
窃
Gっ
貫
無
器
。
拝
ω
α
」
ご
お
ω
ρ
ψ
蒔
認
い
小
疇
傳
、
日



　
　
爾
蕪
欝
（
明
治
三
九
年
三
四
八
頁
芙
場
、
鶉
6
呈
頁
、
泉
蕪
熊
、
呆
刑
法
論
総
論
（
署
西
年
）
六
六
四
頁
、
牧
野
英
一
、

　
　
重
訂
日
本
刑
法
上
貧
照
三
年
）
四
七
責
．
反
嵩
、
例
え
ば
ω
・
一
陣
5
。
一
Φ
い
①
げ
円
①
く
．
旨
＜
①
目
ぴ
村
．
．
『
①
ロ
．
一
．
．
．
．
・ 。

．
N
ω
①
甲
ω
卿
昌
α
卿
ロ
ー
Q
．

　
　
雪
昏
豊
巴
①
囲
藝
①
β
。
・
き
藝
蕃
一
暮
・
｝
§
逗
…
＞
径
－
一
㊤
一
・．
払
一
薩
①
法
①
N
－
－
①
同
・
ω
け
『
伽
｛
吋
Φ
．
げ
貯
・
①
一
β
［
Φ
暮
自
．
『
、
ω
．
＞
β
臨
．
．

　
　
舞
。
－
毫
二
ぐ
量
“
U
色
旨
蕊
鼠
暮
貯
》
髭
レ
ω
9
島
田
武
夫
、
日
本
刑
嶽
蕪
論
（
署
二
年
）
一
一
天
責
、
飯

　
　
塚
敏
夫
・
裂
襲
（
鶉
九
年
壬
ハ
六
頁
、
團
藤
、
刑
輪
要
、
6
吾
。
そ
の
他
の
議
に
つ
い
て
は
、
大
塚
仁
、
百
手
犯
」
に
つ
い
て

　
　
（
昭
和
三
一
年
）
刑
法
雑
誌
六
巻
一
號
一
頁
以
下
参
照
。

　
（
六
）
同
趣
旨
、
大
塚
、
前
掲
一
七
頁
。

五
マ
イ
ヤ
湊
問
接
轟
の
成
立
謡
姦
利
響
の
一
酷
無
責
性
奮
び
正
犯
と
し
て
の
無
責
性
集
か
わ
ら
し
め
た
こ
と

は
・
以
上
考
察
髪
と
こ
ろ
か
畠
ら
か
で
あ
る
．
こ
の
主
張
は
、
因
講
係
論
鷲
に
書
る
彼
の
見
解
～
間
接
正
犯
が
成
立
す
る

の
は
破
利
懇
霰
意
ま
豫
暮
能
身
・
磐
場
合
の
み
罎
る
ー
と
比
較
し
て
、
格
段
の
相
婆
あ
る
よ
わ
喬
盤
奮

蕊
ぞ
れ
縞
馨
・
私
は
ぞ
鐘
雰
、
主
と
し
て
、
犯
罪
論
の
機
方
謄
關
す
る
見
解
の
籍
、
因
果
關
係
論
倉
畿
要

件
論
と
い
う
彼
の
攣
読
の
中
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

因
果
關
係
論
讐
瘍
合
壷
犯
と
共
犯
と
の
差
里
ハ
、
從
つ
て
嬰
正
怨
護
犯
と
の
差
異
を
結
果
に
封
す
る
起
男
の
相
馨
認

め
る
原
因
説
が
も
つ
と
轟
巷
て
い
奮
と
は
、
錘
の
と
奮
霧
る
．
し
か
し
、
因
果
潔
論
の
特
色
は
、
た
だ
間
接
正
犯
の
非

共
犯
性
を
因
果
的
難
奮
鶉
す
る
讐
か
り
箋
る
の
凄
蕊
．
む
し
ろ
、
正
犯
の
正
犯
性
を
、
因
果
關
係
の
支
配
に
ょ
る
結
果

の
惹
起
・
慈
わ
ち
起
因
の
有
無
漿
め
る
黙
写
の
特
象
享
る
．
從
つ
て
、
あ
立
場
髪
る
ぎ
、
間
接
正
犯
姜
た
、
起
因

置
塞
礎
づ
け
髪
ね
ば
奮
蕊
．
蓬
恕
、
問
接
正
犯
は
、
利
用
者
が
、
被
利
用
者
の
惹
起
す
る
因
果
の
甕
窒
の
鷲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
　
（
二
〇
七
4

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯



　
　
　
構
成
要
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二
〇
八
　
（
二
〇
八
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當
初
か
ら
常
時
支
配
し
つ
つ
こ
れ
を
結
果
惹
起
ま
で
到
達
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
、

い
わ
ゆ
る
道
具
理
論
と
容
易
に
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
言
葉
本
來
の
意
味
で
の
道
具
を
利
用
す

る
場
含
と
同
硯
さ
れ
る
人
間
の
自
然
的
利
用
を
（
間
接
）
正
犯
と
み
る
學
説
は
、
實
は
、
右
の
よ
う
な
因
果
論
的
立
場
に
立
つ
と
き
に
の

み
主
張
し
う
る
見
解
で
あ
る
。
被
利
用
者
が
利
用
者
の
情
を
知
ら
な
い
場
合
、
利
用
者
の
利
用
行
爲
は
、
右
の
よ
う
な
因
果
的
特
徴
を
有

す
る
。
因
果
關
係
論
時
代
の
マ
イ
ヤ
ー
が
、
問
接
正
犯
の
成
立
範
園
に
つ
き
、
故
意
な
き
者
お
よ
び
責
任
無
能
力
者
の
利
用
の
み
を
あ
げ

た
の
は
、
こ
の
意
味
か
ら
は
ほ
ぼ
論
理
一
貫
し
て
い
る
と
思
う
。

　
構
成
要
件
論
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
犯
罪
を
裁
到
の
場
に
お
い
て
形
成
す
る
理
論
で
あ
る
。
實
在
的
存
在
と
し
て
の
出
來
事
は
、
そ
れ

自
艦
で
は
、
刑
法
的
到
断
の
封
象
た
り
え
な
い
。
ひ
と
た
び
構
成
要
件
の
範
疇
を
通
し
て
理
論
的
所
作
に
よ
り
攣
形
さ
れ
た
出
來
事
の
み

が
、
封
象
の
地
位
に
上
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
と
き
、
具
艦
的
出
來
事
と
し
て
の
問
接
正
犯
が
、
刑
法
上
直
接
考
察
さ
れ
え

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
間
接
正
犯
も
ま
た
、
一
般
の
正
犯
行
爲
と
同
様
に
、
構
成
要
件
の
解
繹
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
他
方
、
構
成
要
件
論
に
よ
る
と
き
、
共
犯
の
成
立
に
つ
い
て
正
犯
の
構
成
要
件
充
足
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
前
述
の

と
お
り
で
あ
る
。
從
つ
て
、
正
犯
者
ま
た
は
正
犯
行
爲
が
構
成
要
件
要
素
の
一
以
上
を
訣
く
場
合
、
共
犯
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
共
犯
を
不
庭
罰
の
ま
ま
に
放
置
す
る
こ
と
が
砒
會
襯
念
上
許
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
構
成
要
件
論

は
、
い
か
に
し
て
も
、
こ
の
共
犯
を
（
間
接
）
正
犯
の
領
城
に
属
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
慮
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
な
る
。
し
か
も
、
共
犯
の
從
鵬
性
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
極
端
從
厨
形
態
を
認
め
る
見
解
は
、
正
犯
が
無
責
で
あ
つ
た
場
合
の
共
犯
を

も
、
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
正
犯
中
に
包
撮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
構
成
要
件
論
に
立
脚
し
つ
つ
極
端
從
厨
形
態
を
認
め
る



學
読
は
、
無
責
の
者
（
絶
封
に
責
任
を
負
わ
な
い
者
）
お
よ
び
構
成
要
件
該
當
性
を
歓
く
行
爲
者
（
正
犯
者
と
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い

者
）
を
利
用
す
る
行
爲
す
べ
て
に
つ
い
て
、
構
成
要
件
該
當
行
爲
、
す
な
わ
ち
實
行
行
爲
、
正
犯
行
爲
を
認
め
、
こ
れ
を
盟
濁
の
直
接
正

犯
か
ら
匿
別
し
て
、
問
接
正
犯
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
間
接
正
犯
の
範
園
に
關
す
る
マ
イ
ヤ
τ
の
見
解
の
攣
化
が
、
そ
の
犯
罪
論
構
成
方
法
の
攣
遷
に
も
と
づ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
う
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
手
綾
を
脛
て
問
接
正
犯
を
正
犯
中
に
包
掻
す
る
こ
と
に
封
し
て
は
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

が
限
縮
的
正
犯
概
念
を
認
め
る
限
り
、
擬
制
を
犯
す
も
の
で
あ
る
と
の
批
鋼
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
批
到
は
も
つ
と
も
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
間
接
正
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
立
論
の
い
か
ん
に
よ
つ
て
は
、
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
る
性
格
の
も
の
と
思
う
。

マ
イ
ヤ
ー
は
、
い
か
に
し
て
、
こ
の
批
到
を
回
避
し
よ
う
と
試
み
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
マ
イ
ヤ
畜
が
間
接
正
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
の
に
用
い
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
道
具
理
論
で
あ
つ
た
。
問
接
正
犯
は
、
す
べ
て
被
利

用
者
を
道
具
と
し
て
利
用
す
る
行
爲
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
ま
ず
第
一
に
、
問
接
正
犯
に
つ
い
て
上
述
の
よ
う
な
範
園

を
主
張
し
た
マ
イ
ヤ
ー
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
理
論
づ
け
る
の
に
道
具
理
論
を
も
つ
て
し
た
こ
と
に
封
し
て
、
疑
問
を
持
つ
。
道
具
理
論

は
、
前
述
の
よ
う
に
、
道
具
の
惹
起
す
る
因
果
の
流
れ
の
全
的
支
配
が
利
用
者
に
留
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
正
し
い
意
味
で
用
い

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
マ
イ
ヤ
ー
が
問
接
正
犯
と
し
て
列
畢
し
た
も
の
に
は
、
必
ず
し
も
こ
の
支
配
が
全
的
で
な
い
場
合
が
見

受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
責
任
無
能
力
者
の
利
用
の
場
合
を
み
よ
う
。
未
成
年
者
が
す
べ
て
慮
罰
さ
れ
な
い
の
は
、
法
の
一
種
の
擬
制
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
未
成
年
者
す
べ
て
が
是
非
の
辮
別
能
力
を
歓
く
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
思
慮
分
別
の
あ
る
未
成
年
者
も
存
在
し
う
る

わ
け
で
あ
る
。
從
つ
て
、
こ
の
種
の
未
成
年
者
一
切
に
糞
し
て
道
具
性
を
認
め
、
未
成
年
者
の
利
用
を
す
べ
て
問
接
正
犯
と
す
る
こ
と
は
、

　
　
　
構
成
要
件
論
と
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接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九
　
（
二
〇
九
）



　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
（
一
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〇
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道
具
理
論
の
正
し
い
使
用
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
瘡
唖
者
の
行
爲
、
強
制
・
違
法
拘
束
命
令
下
の
行
爲
な
ど
を
利

用
し
た
場
合
に
も
、
ま
た
、
當
然
、
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
し
た
場
合
に
も
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
た
と
い
被
利
用
者
の
道
具
性
を
こ
の
よ
う
に
嚴
格
に
自
然
的
に
解
す
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
り
、
道
具
性
は
償
値
的
に
理
解
さ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
故
意
あ
る
道
具
に
つ
い
て
道
具
性
を
認
め
る
こ
と
に
封
し
て
は
、
疑
問
が
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー

が
、
故
意
あ
る
道
具
以
外
の
『
責
任
を
負
わ
な
い
者
』
に
つ
い
て
道
具
性
を
認
め
た
根
嫁
が
、
そ
の
不
庭
罰
性
に
あ
つ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
黙
ま
で
道
具
性
の
贋
値
的
解
繹
を
櫃
張
す
る
こ
と
は
是
認
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
故
意
あ
る
道
具
は
、
『
正
犯
と

し
て
の
責
任
を
負
わ
な
い
者
』
で
は
あ
る
が
、
從
犯
と
し
て
庭
罰
さ
れ
る
可
能
性
は
、
依
然
保
有
し
て
い
る
。
從
つ
て
、
道
具
性
の
根
慷

を
輩
な
る
『
不
庭
罰
』
か
ら
『
正
犯
と
し
て
の
不
庭
罰
』
ま
で
横
張
し
つ
つ
こ
れ
に
故
意
あ
る
道
具
を
含
ま
せ
た
マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

不
當
な
擬
制
を
行
つ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
三
に
、
右
の
よ
う
に
『
正
犯
と
し
て
の
不
庭
罰
』
を
道
具
性
の
根
擦
と
す
る
見
解
に
封
し
て
は
、
そ
れ
が
正
犯
と
教
唆
犯
と
の
限
界

を
不
明
瞭
な
ら
し
め
る
と
い
う
非
難
が
當
る
。
同
じ
く
他
人
を
犯
罪
の
實
現
に
利
用
し
な
が
ら
、
一
方
が
正
犯
と
さ
れ
、
他
方
が
共
犯
と

さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
道
具
理
論
に
よ
る
以
上
、
一
に
、
そ
の
他
人
の
惹
起
す
る
因
果
の
流
れ
が
利
用
者
の
意
の
ま
ま
に
あ
る
か
否
か
、
從

つ
て
そ
の
他
人
の
規
範
意
識
が
利
用
者
の
目
的
達
成
の
障
碍
た
り
う
る
か
否
か
に
よ
つ
て
利
用
行
爲
の
性
格
に
大
き
な
違
い
を
生
ず
る
か

ら
で
あ
る
。
限
縮
的
正
犯
概
念
に
い
う
『
自
己
の
手
に
ょ
る
實
行
』
は
、
右
の
到
噺
が
消
極
に
解
さ
れ
る
そ
の
限
界
ま
で
は
横
張
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
構
成
要
件
お
よ
び
刑
罰
蹟
張
原
因
に
記
述
さ
れ
た
『
實
行
』
、
『
教
唆
』
と
い
う
二
つ
の
概
念
形
象
は
、
右
の
黙
に
相
互
の

限
界
を
付
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
軍
に
『
正
犯
と
し
て
の
不
庭
罰
』
の
み
を
理
由
と
し
て
故
意
あ
る
道
具
の
道
具



性
を
認
め
、
こ
れ
の
珊
用
を
問
接
正
犯
と
す
る
見
解
は
、
右
の
限
界
を
不
明
瞭
な
ら
し
め
る
も
の
と
思
う
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
道
具
理
論
は
、
マ
イ
ヤ
ー
の
問
接
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
に
は
不
充
分
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
道
具
理

論
を
も
つ
て
し
て
は
、
上
述
の
批
到
は
回
避
で
き
な
い
の
φ
、
あ
る
。
構
成
要
件
論
に
立
脚
し
つ
つ
極
端
從
厨
形
態
に
よ
る
共
犯
の
從
属
性

を
認
め
る
學
読
は
、
道
具
理
論
以
外
に
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
理
論
を
案
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
一
方
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
を
構
成
要
件
の
解
繹
と
い
う
黙
か
ら
基
礎
づ
け
る
見
解
が
、
そ
の
一
つ
の
蹄
結
と
さ
れ
て
い
る
。
マ
イ
ヤ

ー
も
、
構
成
要
件
論
に
立
脚
し
て
問
接
正
犯
論
を
構
成
す
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
す
べ
き
で
あ
つ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

の
見
解
に
よ
つ
て
も
、
第
一
に
構
成
要
件
解
釈
の
標
準
を
さ
ら
に
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

に
故
意
あ
る
道
具
の
利
用
を
や
は
り
間
接
正
犯
と
し
て
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
困
難
で
あ
る
。
他
方
、
共
犯
の
從
厨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

性
を
極
端
從
属
形
態
か
ら
制
限
從
鵬
形
態
な
い
し
最
小
限
從
鵬
形
態
に
移
行
せ
し
め
る
方
向
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぼ
、
無
責
者

の
利
用
が
間
接
正
犯
か
ら
除
外
さ
れ
、
こ
れ
に
件
つ
て
多
く
の
問
題
は
解
決
さ
れ
た
が
、
や
は
り
構
成
要
件
論
が
そ
の
根
底
に
あ
る
限
り
、

故
意
あ
る
道
具
の
問
題
は
、
依
然
と
し
て
残
る
。
か
く
て
、
次
に
注
目
す
べ
き
は
、
限
縮
的
正
犯
概
念
自
膣
を
打
破
し
て
問
接
正
犯
を
巧

み
に
正
犯
中
に
解
消
し
叢
し
た
い
わ
ゆ
る
債
張
的
正
犯
論
の
主
張
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
置
国
蜜
避
舞
U
霧
O
器
。
a
巴
N
畠
効
B
B
Φ
嘗
§
び
Q
N
註
ω
畠
窪
国
き
山
ξ
薦
琶
山
露
8
蒔
ぎ
幹
壁
脇
器
。
拝
鵠
綿
｝
ψ
欝
甲
な
齢
、
拙
稿
、
間

　
　
接
正
犯
論
序
説
、
上
掲
五
二
五
頁
参
照
。

　
（
二
）
瀧
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
、
二
〇
七
頁
以
下
、
二
二
二
頁
以
下
、
龍
川
春
雄
、
教
唆
と
問
接
正
犯
（
昭
和
二
七
年
）
『
刑
事
法
講
座
』
三
巻

　
　
四
七
六
頁
以
下
蓼
照
。
な
お
、
大
塚
、
間
接
正
犯
の
正
犯
性
（
一
）
、
上
掲
四
二
頁
以
下
。

　
　
　
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
（
二
二
）



　
　
構
成
要
件
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
（
二
一
二
）

（
三
）
　
同
趣
旨
、
植
田
、
共
犯
の
基
本
問
題
、
一
六
頁
以
下
、
大
塚
、
故
意
あ
る
道
具
（
一
）
、
上
掲
五
七
頁
。
な
わ
、
佐
伯
千
偲
、
刑
法
総
論
（
昭
和

　
一
九
年
）
三
五
一
頁
註
一
、
同
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
八
一
頁
以
下
、
井
上
、
刑
法
學
纏
則
、
二
二
〇
頁
以
下
、
草
野
、
共
犯
の
猫
立

性
、
上
掲
二
八
三
頁
註
六
五
参
照
。

（
四
）
　
小
野
清
一
郎
、
新
訂
刑
法
総
則
講
義
、
一
〇
五
頁
、
同
、
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
、
六
三
頁
以
下
、
團
藤
、
刑
法
改
訂
版
、
五
四
頁
、
同
、
刑

　
法
綱
要
、
九
五
頁
。

（
五
）
大
塚
仁
、
間
接
正
犯
の
正
犯
性
（
二
）
（
昭
和
三
〇
年
）
刑
法
雑
誌
五
巻
三
號
四
二
八
頁
参
照
。

（
六
）
　
大
塚
、
前
掲
四
三
三
頁
参
照
。

（
七
）
　
同
趣
旨
、
大
野
、
前
掲
、
法
學
二
一
巻
三
號
一
一
四
頁
以
下
。

（
八
）
　
わ
が
國
に
お
い
て
は
、
以
前
か
ら
一
種
の
制
限
從
属
形
態
を
認
め
る
學
読
が
あ
つ
た
。
例
え
ば
、
佐
伯
千
偲
、
共
犯
規
定
の
護
展
（
昭
和
九
年
）

法
學
論
叢
三
一
巻
二
號
二
五
頁
以
下
、
同
、
所
謂
共
犯
の
制
限
さ
れ
た
從
属
形
式
（
昭
和
九
年
）
法
學
論
叢
三
一
毬
五
號
一
頁
以
下
、
同
、
刑
法
総

論
（
昭
和
一
九
年
）
三
二
〇
頁
以
下
、
同
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
八
O
頁
以
下
、
小
野
清
一
郎
、
刑
法
講
義
総
論
（
昭
和
七
年
）
一
九
一

頁
、
同
、
新
訂
刑
法
講
義
総
論
、
一
九
九
頁
以
下
。
ま
た
、
最
小
限
從
属
形
態
を
認
め
る
の
は
、
吉
田
常
弐
郎
、
刑
法
総
則
（
昭
和
壬
二
年
）
二
二

〇
頁
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
九
四
二
年
の
改
正
後
、
共
犯
規
定
の
解
繹
に
つ
い
て
制
限
從
属
形
態
を
認
め
る
も
の
が
多
く
な

　
つ
た
Q
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い
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